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はじめに 

 

文化芸術は、県民一人ひとりの個性を育み、生きる喜び、感動、    

安らぎをもたらすものであり、心のよりどころとなるものです。 

文化芸術と聞くと、県民の皆様は何を思い浮かべるでしょうか。 

自身の身近にはないものというイメージを持つ方もいるかもしれま

せんが、文化芸術は身近な日常の中にも存在しています。 

 

千葉県は、首都圏にありながら海や里山などの豊かな自然が多く存在

し、歴史の中で育まれた伝統芸能・郷土料理・町並み・祭り等の文化   

資源が各地に受け継がれているとともに、自然を生かした野外での  

アート展示や音楽イベント等の新たな文化芸術活動も行われています。 

令和５年６月１５日の千葉県誕生150周年を記念した事業では、県内各地で地域の歴史や自然

と融合した多彩なイベント等が展開され、それぞれの地域でこれまでと違う景色が生まれました。 

 

この 「第２次千葉県文化芸術推進基本計画」では、「誰もが文化芸術に親しめる千葉」を目指す

姿とし、文化芸術活動の振興はもとより、観光やまちづくり、産業などの分野で、本県が有する

自然、歴史、伝統、芸術、スポーツ等様々な文化資源の活用を推進することで、心豊かに暮らす

ことができる活力ある地域社会をつくっていくこととしています。 

 

 千葉県の豊かな自然や歴史の中で育まれた文化資源や文化芸術活動は、県民の皆様の宝です。 

そして、この宝を生かして「ちば文化」を創造し、推進していく主役は県民の皆様です。 

文化芸術活動を楽しむことや、地域における活動に参加することで、文化芸術の発展につなげ

ていきましょう。 

 

 結びに、本計画の策定にあたり、多大な御尽力をいただきました「千葉県文化芸術推進懇談会」

の委員の皆様及び貴重な御意見をお寄せいただきました皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

令和７年３月    

千葉県知事                                       
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 文化芸術の考え方 
文化芸術は、一人ひとりの個性を育み、生きる喜び、感動、安らぎをもたらすものであり、   

個人や様々なコミュニティの構成員としての誇りやアイデンティティを形成する心のよりどこ

ろとなるものです。 

文化芸術と聞くと、長い歴史があり世の中に認められているもの、身近なものでないという 

印象を持つ方もいると思いますが、文化芸術は身近な日常の中にも存在しています。 

例えば、映画やアニメ、漫画、ポピュラー音楽などを観たり、聴いたりして心が揺さぶられる

ことも文化芸術に触れることであり、地域の祭りで神輿を担ぐことや旅行等でその土地の様々な

生活や文化を体験すること、ＳＮＳ等で誰かに伝えたいという思いで写真や動画などを投稿する

ことなども文化芸術活動です。 

文化芸術に触れ、そこに自分自身が何かを感じ、それを誰かに伝えることは、それはもう自己

表現であり、そして、文化芸術は、表現を通じて進化していきます。 

県では、県民のみなさん誰もが文化芸術に触れ、誰もが自信を持って表現できるよう、文化  

芸術の発展につなげる取組を進めていきます。 

 

２ 計画策定の趣旨 
 これまで県では、「文化芸術振興基本法」の趣旨に則り、平成 23 年に「ちば文化振興計画」

を、平成28年に「第２次ちば文化振興計画」を策定しました。 

その後、平成 30 年の「千葉県文化芸術の振興に関する条例」（以下、「条例」と言う。）の   

制定を受け、令和4年には条例第7条に基づく計画として「千葉県文化芸術推進基本計画」（以

下、「前計画」という。）を策定し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきま

した。 

前計画期間中には、新型コロナウイルス感染症の 5 類移行や「博物館法」の改正、「千葉県 

誕生 150 周年記念事業」の開催など、文化芸術を取り巻く状況には様々な変化がありました。 

また、本県では文化芸術に触れ自ら取り組む場や機会の不足や、文化芸術は身近なものでは

ないという印象、文化芸術活動の担い手やそれを支える人材やノウハウの不足などの課題が見

えてきました。 

加えて、誰一人取り残すことなく、持続可能な世界を実現するための普遍的な国際目標で 

あるＳＤＧｓ1（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の達成に向け、「質の

高い教育をみんなに（目標４）」や、「住み続けられるまちづくりを（目標１１）」などを視野に

入れた取組も進めています。 

そこで、これらの変化や課題に対応し、誰もが文化芸術に親しめる千葉を目指し、文化芸術

の振興に取り組む施策を展開するため、第２次千葉県文化芸術推進基本計画を策定します。 

 

 
1 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）：平成27年9月の国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発のための2030のアジェンダ」に記載された、2016年から

2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲット

から構成され、地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。 
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３ 計画の位置付け 
 文化芸術基本法 第７条の２に定める「地方文化芸術推進基本計画」 

 千葉県文化芸術の振興に関する条例 第７条に定める「文化芸術推進基本計画」 

 千葉県総合計画の分野別計画 

 

４ 計画の期間 
 令和７年度から令和１３年度の７年間とします。 

 

５ 計画の対象とする文化芸術の範囲 
 本計画では、「千葉県文化芸術の振興に関する条例」で規定されている以下の分野を対象としま

す。 

・ 芸術（文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（メディア芸術を除く。）） 

・ メディア芸術（映画、漫画、アニメーション、コンピューターその他の電子機器等を利用し

た芸術） 

・ 伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の我が国古来の伝統的な芸能） 

・ 芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）） 

・ 生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化） 

・ 国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽） 

・ 出版物等（出版物及びレコード等） 

・ 文化財等（歴史、風土等に培われてきた有形及び無形の文化財並びにその保存技術） 

・ 文書等（郷土についての歴史的価値がある文書及び記録） 

・ 郷土芸能（地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行われる民俗的な芸能）） 

・ 地域固有の文化（地域の歴史、風土等に培われてきた地域固有の行事、祭り、伝統的な農法、

漁法、技術等その他の地域固有の文化） 

・ 歴史的又は文化的景観 
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第２章 千葉県の文化芸術を取り巻く現状と課題 

１ 文化芸術を取り巻く諸情勢の変化 
文化芸術を取り巻く社会情勢の変化として、県民が文化芸術に触れ、自ら取り組む場や機会

の不足や少子高齢化等により文化芸術の担い手不足が課題となっている一方で、平成２３年の

東日本大震災や、令和元年の房総半島台風・大雨被害、令和２年の新型コロナウイルス感染症

の拡大などを契機に、文化芸術が心の支えとなり、地域コミュニティの再生のきっかけとなる

などの役割が再認識されるとともに、文化芸術の鑑賞・表現手段においてオンライン （ＩＣＴ
2）の活用が一層進むなどの変化がありました。 

また、令和５年６月から1年間にわたって千葉県誕生150周年記念事業を開催し、県内全域

で、県内全市町村をはじめとした様々な主体が、本県ならではの新しい芸術祭など、地域の  

文化資源や観光資源を活用した様々なイベント等を実施したことから、県内外の方々に改めて

千葉の魅力を認識していただく機会になったとともに、事業を通じて再認識された千葉の魅力

や多様な主体による連携等の財産を着実に次世代に引き継いでいくことで、引き続き、千葉 

ブランドの創出・向上につなげていくことが期待されています。 

なお、文化芸術施策に関わる国及び県の動向としては、次のようなものが挙げられます。 

 

（１）国の動向 

ア 「文化芸術基本計画（第２期）−価値創造と社会・経済の活性化−」の策定 

 令和５年３月に、「文化芸術推進基本計画（第２期）−価値創造と社会・経済の活性化−」が  

策定され、国の文化芸術を取り巻く状況の変化や第１期基本計画期間の成果と課題をもとに、

今後５年間（令和５年度から令和９年度まで）において推進する４つの中長期目標、７つの  

重点取組、16の施策群、これらの施策の着実かつ円滑な実施に必要な取組が示されました。 

 

イ 「障害者による文化芸術の推進に関する基本的な計画（第２期）」の策定 

 令和５年３月に、 「障害者による文化芸術の推進に関する基本的な計画（第２期）」が策定さ

れ、障害者芸術推進法に定められた11の施策について、前計画の取組状況や基本的な方針（障

害者による文化芸術活動の幅広い促進、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する

支援の強化、地域における障害者の作品等の発表等による住みよい地域社会の実現）を踏まえ

ながら、今後５年間（令和５年度から令和９年度まで）において総合的かつ複合的に推進する

施策項目が示されました。 

 

ウ 「博物館法」の改正 

 令和４年４月に「博物館法」が改正されました。この改正は、平成 29 年に制定された文化 

芸術基本法において、博物館の充実は「文化芸術に関する基本的な施策」の一つとして位置  

付けられ、博物館の活動が文化芸術により生み出された価値の継承・発展や、新たな文化芸術

の創造において役割を果たし得ることが示されたこと等、博物館に求められる役割が多様化・

 
2 ＩＣＴ：Information and Communication Technology(情報通信技術)の略称 
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高度化していることを踏まえ、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直し、

これからの博物館が求められる役割を果たしていくための規定が整備されました。 

これにより、県では博物館資料のデジタル・アーカイブ化や、他の博物館等との連携、地域

の多様な主体との連携・協力による文化観光その他の活動を図り地域の活力の向上に取り組む

こととしています。 

 

エ 「文化財保護法」の改正等 

 令和３年４月に「文化財保護法」が改正されました。この改正は、文化芸術基本法の制定や

ユネスコ無形文化遺産保護条約の発効などを契機とした無形の文化財の保護についての認識

の高まりや、生活様式の変化、少子高齢化等の影響による担い手不足と新型コロナウイルス 

感染症の感染拡大による文化財の継承活動への深刻な影響など、社会の変化に対応した文化財

保護の制度の整備を図るため、国の文化財登録制度の分野の拡充 （無形文化財及び無形の民俗

文化財）及び地方公共団体による登録制度が法制化されました。 

これにより、県では令和４年３月に「千葉県文化財保護条例」の改正を行い、また、令和５

年１月には「千葉県文化財保存活用大綱」を改正しました。 

 

オ 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」の策定 

 令和４年１２月に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイ

ドライン」が策定されました。このガイドラインは、少子化が進む中、将来にわたり生徒が  

スポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保することを目指し、学校部

活動が生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう、適正な運営等や新たな地域

クラブ活動を整備するために必要な対応等について国の考えが示されました。 

これにより、本県でも令和５年３月に「地域全体で子どもたちを育てる学校部活動と地域ク

ラブ活動の在り方に関するガイドライン」を策定し、学校を含めた地域全体におけるスポーツ・

文化の整備のあり方や、新たな地域クラブ活動を推進するための考え方を示しました。 

 

（２）県の動向 

ア 組織改正 

 令和４年度に、東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを生かしてスポーツと文化を

振興し本県の発展につなげていくため、環境生活部に「スポーツ・文化局」を新設しました。 

 局には、県民生活・文化課から文化部門、教育庁文化財課から学芸部門を移管し、「文化振興

課」を新設するとともに、教育庁から博物館施設（美術館、中央博物館、現代産業科学館、   

関宿城博物館、房総のむら）を移管し、文化芸術振興の一体的な推進を図ります。 

 

イ 「千葉県立美術館活性化基本構想」及び「千葉県立中央博物館みらい計画」の策定 

美術館及び博物館を取り巻く情勢の変化や、それぞれ求められる役割の多様化等に対応し、

更なる魅力向上と活性化を図るため、今後の運営方針として令和６年３月に 「千葉県立美術館

活性化基本構想」及び「千葉県立中央博物館みらい計画」を策定しました。 



 

5 

 

「千葉県立美術館活性化基本構想」では、県民に寄り添った魅力ある美術館として生まれ 

変わるため、「アートを問う」を理念とし、美術館が、人々が行き交い対話する場となり、千葉

から未来へ新たな文化をつむぐことを目指しています。 

また、「千葉県立中央博物館みらい計画」では、中央博物館が、県内博物館の中心となり、  

自然と歴史、文化に関する県民の知的需要にこたえ、生涯学習及び地域づくりに貢献し、ひい

ては科学の進歩・社会の発展に寄与することを目的としています。 

   

ウ 「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」の施行 

令和６年１月に「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」

が施行されました。 

この条例は、あらゆる人々が差別を受けることなく、一人ひとりが様々な違いがある個人と

して尊重され、誰もが参加し、その人らしく活躍することができる社会の形成を総合的に推進

することを目的とし、基本理念、県の責務及び県民等の役割を定めています。 
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２ 前計画期間中の取組状況 

(１) 前計画の取組 

前計画では、あらゆる人々が文化芸術に親しむことができる環境をつくり、観光やまちづく

り等の他分野との連携による新たな文化芸術の価値を創造できる社会づくりをすることで、 

県民が心豊かに暮らせる活力ある地域社会を実現するため、次の５つの施策の柱を立て、各種

取組を行い、進捗状況については、「千葉県文化芸術推進懇談会」における有識者からの意見聴

取や千葉県総合計画の施策評価制度により評価し、公表を行ってきました。 

また、県民の文化芸術活動の状況については、「県政に関する世論調査」などを通して、意識

調査を行いました。 

 

 

○ 前計画における施策の柱 

柱１ あらゆる人々が文化芸術に親しむことができる環境づくり 

柱２ ちばの多様な伝統文化が輝き続ける地域づくり 

柱３ 新たな文化芸術の価値を創造できる社会づくり 

柱４ 次代を担う子どもや若者がちばの文化芸術に触れる機会づくり 

柱５ ちばの強みを生かした文化芸術の創造・発信 
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(２) 前計画の基本指標 

目指す姿：あらゆる人々が文化芸術に親しみ、交流することで創り育む心豊かな県民生活と活力ある地域社会 

基本指標 
目標 策定時 実績 

（６年度） （３年度） （４年度） （５年度） 

 この１年間に文化芸術を鑑賞した県民の割合※ 

（オンラインでの鑑賞を含む） 
75.0% 71.8% 74.0% 76.7% 

 この１年間に、鑑賞を除く文化芸術活動をしたこ

とがある県民の割合※（オンラインでの活動を含む） 

（「文化芸術活動」とは、創作や出演、習い事、祭りや体験活動、

趣味を同じくするグループでの活動への参加を含む） 

50.0% ― 24.3% 28.0% 

 ※県政世論調査の結果による。 

 

 文化芸術を「鑑賞した県民」の割合は76.7％となり、目標を上回る結果となりました。 

新型コロナウイルス感染症の5類移行（R5.5）に伴い、イベント等が再開され、人々が外出す

るようになったことや、鑑賞環境の変化（新型コロナウイルス感染症の影響等による）により、

オンライン等で気軽に鑑賞できる機会が定着してきたことからも、実績が伸びたものと考えられ

ます。 

 また、「活動した県民」の割合は 28.0％となり、計画初年度よりも増加していますが、目標の

半分程度という結果となりました。 

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、イベント等が再開され、人々が外出するように

なったことや、活動環境の変化により、オンライン等で気軽に活動できる機会が定着してきたこ

とから実績が伸びたものと考えられますが、一方で、本調査の中で活動しなかった理由としては

「時間が無い」と回答した方が約３割と一番多く、次に「興味のある活動がない」、「活動に関す

る情報を得られない」となっており、目標まで届かない理由と考えられます。 

 本指標は、県政世論調査（「３ 各種調査の結果（抜粋）」参照。）の結果ですが、一方で「県民

への意識調査」において文化芸術を鑑賞しなかった方に普段の余暇時間に何を行っているか聞い

たところ、「テレビ」、「ゲーム」、「動画配信サービス」、「読書」「音楽鑑賞」など、文化芸術に    

関する鑑賞や活動内容を回答した方もいたことから、「文化芸術」の範囲を狭く捉えている人が 

多いと考えられます。 

第２次計画では、文化芸術の裾野を広げることや、誰もが楽しみながら自己表現できる環境 

づくりを進めることを基本施策や取組内容に取り入れるとともに、活動に関する情報の発信等に

ついても引き続き行っていく必要があります。 
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(３) 前計画における５つの施策の柱ごとの取組と課題 

【施策の柱１】 

あらゆる人々が文化芸術に親しむことができる環境づくり 

 文化芸術活動を行う県民の自主性や創造性が十分尊重されるとともに、障害の有無や年齢等に

関わらず、誰もが文化芸術活動に参加したり鑑賞できるよう、機会の提供、理解の促進、人材の

育成を行うとともに、文化芸術活動の拠点である文化施設等の利用環境の充実を図りました。 

成果指標 
目標 策定時 実績 

（６年度） （３年度） （４年度） （５年度） 

 県の主催事業や、県内公立文化会館（自主事業に限る）、

美術館・博物館において、文化芸術を鑑賞した人数 

（オンラインの視聴者数を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 

2,789,759

人 

4,219,460

人 

 県の主催事業や、県内公立文化会館（自主事業に限る）、

美術館・博物館において、文化芸術活動を行った人数 

（発表、練習、文化芸術関連の講座への参加等） 

（オンラインの活動を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 

496,153

人 

575,757

人 

※計画の進捗状況調査の結果による。 

※計画初年度である令和４年度に実施する調査の実績値からの増加を目指す。 

 

文化芸術を「鑑賞した」「活動を行った」人の数は、令和４年度の実績値より増加しました。 

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、イベント等が再開され、人々が外出するように

なったことや、環境の変化によりオンライン等で気軽に鑑賞・活動できる機会が定着してきたこ

と、千葉県誕生150周年記念事業をはじめとした様々な文化芸術に触れるイベント等が増加した

ことや、障害の有無や年齢等に関わらず鑑賞・活動する機会の提供を行ったこと、「ちば文化資産」

を活用したアウトリーチコンサートや市民参加型のワークショップの開催等により、身近に文化

芸術に親しめる取組を実施したことで、鑑賞する人・活動する人が増えたものと考えられます。 

第２次計画においても、引き続き誰もが文化芸術を実践し鑑賞できるよう、機会の提供、理解

の促進、人材の育成・支援を行うとともに、身近な日常の中にある文化芸術にもスポットを当て、

文化芸術の裾野を広げることで、誰もが文化芸術の鑑賞や自己表現を行いやすくするための基盤

を整備していく必要があります。 
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【施策の柱２】 

ちばの多様な伝統文化が輝き続ける地域づくり 

 県内各地で守られてきた伝統文化を地域で活用し未来に継承することで県民の郷土への愛着

と誇りの醸成につなげるため、ちばの多様な伝統文化を知る機会の提供や、地域の関係者・関係

機関と連携し、地域の伝統文化の保存・継承・活用を図るとともに、文化財や文化的景観等の  

保存・活用に努めました。 

成果指標 
目標 策定時 実績 

（６年度） （３年度） （４年度） （５年度） 

 県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催する文化

芸術行事における、伝統文化事業の鑑賞者数 

（オンラインでの視聴を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 

414,913

人 

574,197

人 

 県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催する文化

芸術行事における、伝統文化体験事業の参加者数 

（オンラインでの体験行事を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 

43,045

人 

71,323

人 

※計画の進捗状況調査の結果による。 

※計画初年度である令和４年度に実施する調査の実績値からの増加を目指す。 

 

伝統文化事業の「鑑賞者数」及び「参加者数」は、令和４年度実績よりも増加しました。 

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、イベント等が再開され、人々が外出するように

なったことや、「ちば」の文化芸術発信事業においては、千葉県誕生150周年記念事業と連動した

著名人による歌舞伎舞踊公演や狂言公演などを実施しており、こうした取組が増加した要因と 

考えられます。 

一方で、「県民への意識調査」では、「自分の地域に伝統芸能があるかどうか知らない」という  

回答が４割を超え、前回調査よりも増加した（前回：３割程度）ことや、地域に伝統芸能がある

と知っている人のうち、「参加しているが続けたくない」、「参加していないし今後も参加したくな

い」との回答が合わせて約７割と多く、その理由は「知っているが興味がない、または楽しくな

いから」が２割台半ばで最も多かったことから、県民が地域固有の伝統文化へ関心を持ち、参加

したくなるような工夫が必要です。 

こうしたことから、第２次計画では、引き続き、ちばの多様な伝統文化を知る機会を提供する

とともに、伝統文化を取り巻く関係者等と連携し、地域の伝統文化の保存・継承・活用を図って

いく必要があります。 
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【施策の柱３】 

新たな文化芸術の価値を創造できる社会づくり 

 県内には、固有の歴史・文化に加え、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で得ら

れた新たな文化資源や、広い野外空間や自然などの貴重な資源が数多く存在しており、これらを

活用し、他分野と連携していくことによって文化芸術が社会の様々な場面で輝けるよう、多様な

関係者とのネットワークの構築に取り組むとともに、観光等の他分野と連携し文化資源の活用と

地域の活性化に努めるほか、文化施設等の多様な活用にも取り組みました。 

成果指標 
目標 策定時 実績 

（６年度） （３年度） （４年度） （５年度） 

 観光・国際交流・福祉等、文化芸術と他分野が連携する

事業に取り組んだ市町村の割合 

（いずれもオンラインでの取組を含む） 

70.0% ― 40.7% 42.6% 

※計画の進捗状況調査の結果による。 

 

 観光・国際交流・福祉等、文化芸術と他分野が連携する事業に取組んだ市町村の割合は、令和

４年度から2.6ポイント増加しましたが、目標の６割程度となっています。 

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、イベントや国際交流等が再開されるようになっ

たことや、県内市町村で千葉県誕生 150 周年記念事業の補助金を活用した地域の歴史や文化に 

着目したイベントや祭りなどが開催されたこと等により、増加につながったものと考えられます。 

一方で、目標まで届かない理由として、計画の進捗状況調査において各市町村に実施していな

い理由を尋ねたところ、事業を企画実施する職員やノウハウが不足していることや、予算の確保

が難しいことが挙げられました。 

また、各市町村が行っている取組で他分野と連携したものがあっても、それを連携した事業で

あると認識していない事例もありました。 

地方公共団体が、その地域の文化資源を活用し、文化芸術団体や、教育機関、民間事業者やNPO

等の関係者等と相互に連携を図り支援していくことで、より一層の文化芸術活動の活性化や地域

の活性化につながることから、多様な関係者との情報交換や連携に引き続き取り組むことが重要

です。 

 第２次計画においては、引き続き文化芸術のネットワークの構築に取り組むほか、地域の好事

例の共有や地域間の交流・連携を促進するなどの横展開に取り組み、観光等の様々な分野と連携

した文化資源の活用と地域の活性化を図る必要があります。 
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【施策の柱４】 

次代を担う子どもや若者3がちばの文化芸術に触れる機会づくり 

 次代を担うこどもや若者の感性を育み、新たな文化芸術の担い手を育て、文化芸術活動を促進

させるため、学校における文化芸術や伝統文化の鑑賞・体験機会の提供や、県内の文化財を活用

した出張体験等、文化芸術や郷土の歴史等に触れる機会の充実に努めるとともに、若者による文

化芸術活動への支援や自己表現できる機会の提供を行いました。 

成果指標 
目標 策定時 実績 

（６年度） （３年度） （４年度） （５年度） 

 県及び市町村における、子ども・若者を対象とした文化

芸術事業の参加者数（子ども・若者の人数に限る） 

（オンラインでの取組を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 

86,260

人 

108,677

人 

※計画の進捗状況調査の結果による。 

※計画初年度である令和４年度に実施する調査の実績値からの増加を目指す。 

 

こども・若者を対象とした文化芸術事業の参加者数は令和４年度実績より増加しました。 

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、イベント等が再開され、人々が外出するように

なったことや、環境の変化によりオンライン等で気軽に鑑賞・活動できる機会が定着してきたこ

と、文化芸術のミライ応援補助金、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」関連事業などの若者を対象とした

様々な事業を実施しており、こうした取組が増加した要因と考えられます。 

一方で、県民意識調査において、県が積極的に取り組むべき分野は「子どもたちが文化芸術に

親しむ機会の充実」が4割台半ばと最も多く挙げられたことや、文化芸術団体への調査において

も、団体が今後担っていきたい役割は 「子どもたちへの文化芸術の普及、教育」が約７割と最も

高いことなどから、引き続き機会の充実を図るとともに、文化芸術団体等とより一層協力しなが

ら体験機会の提供等を行っていく必要があります。 

第２次計画においては、引き続き次代を担うこどもや若者が文化芸術に触れる機会の充実を 

図るとともに、近年、様々なイベントが県内で開催されるようになり、県民が親しむ機会が身近

になってきたことを踏まえ、こうした機会を活用しながら、新たな文化芸術の担い手となるこど

も・若者への取組を推進していきます。 

 

 

  

 
3 こども・若者：0歳～おおむね30歳未満。施策によっては40歳未満までの者。（こども大綱

（内閣府、令和5年12月）において定義） 
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【施策の柱５】 

ちばの強みを生かした文化芸術の創造・発信 

 本県の自然環境や都市機能を生かした魅力的なイベントや、史跡や文化遺産などの多様で豊富

な文化資源を強みとして生かし、「ちば文化」のブランド化や認知度向上、県民の誇りの醸成に 

つなげるため、本県ならではの自然と一体感を感じることのできる事業の実施や文化資源の活用、

情報発信に取り組むとともに、最新のテクノロジーを活用した創作活動の促進などによる新たな

「ちば文化」の創造に努めました。 

成果指標 
目標 策定時 実績 

（６年度） （３年度） （４年度） （５年度） 

 文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる環境が整って

いると思う県民の割合※ 
50.0% ― 19.7% 22.1% 

 ※県政世論調査の結果による。 

 

文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる環境が整っていると思う県民の割合は令和４年度

より2.4ポイント増加しましたが、目標の半分程度となっています。 

千葉県誕生 150 周年記念事業において、県内市町村の多くで地域の歴史や文化に着目した  

イベントや祭り、ワークショップなどが開催されるとともに、広域での連携による芸術祭等が 

実施されたことにより、増加につながったものと考えられます。 

一方で、県民意識調査において「文化芸術活動を行う際に課題と感じる点」について「練習・

制作のための場所が少ない・遠い」、「活動に必要な費用が高額」、「新規加入者が少ない」、「発表

の場が少ない・遠い」等の回答があり、目標まで届かない理由の一因であると考えられます。 

第２次計画では県民が文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる環境が整っていると感じ 

られるよう、各事業の実施や情報提供、県内文化施設の機能充実を図るなど、取組を続けていく

必要があります。 
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前「千葉県文化芸術推進基本計画」の進捗（一覧） 

  

指標 
目標 策定時 実績 

（６年度） （３年度） （４年度） （５年度） 

 基本指標 

 この１年間に文化芸術を鑑賞した県民の割合 

（オンラインでの鑑賞を含む） 
75.0% 71.8% 74.0% 76.7% 

この１年間に、鑑賞を除く文化芸術活動をした 

ことがある県民の割合（オンラインでの活動を含む） 

（「文化芸術活動」とは、創作や出演、習い事、祭りや体験活動、

趣味を同じくするグループでの活動への参加を含む） 

50.0% ― 24.3% 28.0% 

 成果指標 

 施策の柱１ あらゆる人々が文化芸術に親しむことができる環境づくり 

 県の主催事業や、県内公立文化会館（自主事業に

限る）、美術館・博物館において、文化芸術を鑑

賞した人数 

（オンラインの視聴者数を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 

2,789,759

人 

4,219,460

人 

県の主催事業や、県内公立文化会館（自主事業に

限る）、美術館・博物館において、文化芸術活動

を行った人数 

（発表、練習、文化芸術関連の講座への参加等） 

（オンラインの活動を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 496,153人 575,757人 

 施策の柱２ ちばの多様な伝統文化が輝き続ける地域づくり 

 県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催  

する文化芸術行事における、伝統文化事業の鑑賞

者数（オンラインでの視聴を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 414,913人 574,197人 

県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催  

する文化芸術行事における、伝統文化体験事業の

参加者数（オンラインでの体験行事を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 43,045人 71,323人 

 施策の柱３ 新たな文化芸術の価値を創造できる社会づくり 

 観光・国際交流・福祉等、文化芸術と他分野が  

連携する事業に取り組んだ市町村の割合 

（いずれもオンラインでの取組を含む） 

70.0% ― 40.7% 42.6% 

 施策の柱４ 次代を担う子どもや若者がちばの文化芸術に触れる機会づくり 

 県及び市町村における、子ども・若者を対象とし

た文化芸術事業の参加者数（子ども・若者の人数に限

る）（オンラインでの取組を含む） 

増加を  

目指す※ 
― 86,260人 108,677人 

 施策の柱５ ちばの強みを生かした文化芸術の創造・発信 

 文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる 

環境が整っていると思う県民の割合 
50.0% ― 19.7% 22.1% 

※令和４年度に実施する調査の実績値からの増加を目指す。 
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n

令和４年度調査 （1,591）

令和５年度調査 （1,561）

53.1 

62.1 

46.2 

37.0 

0.7 

0.8 

鑑賞した 鑑賞しなかった 無回答

３ 各種調査の結果（抜粋） 
 県民や文化芸術団体等を対象とした調査の結果は次のとおりでした。なお、これらのデータは、

「第２章 ２ 本県における状況」及び新たな計画策定に向けた検討において参考としました。 

 

（１） 県民を対象とした調査 

 ア 令和５年度第６５回「県政に関する世論調査」（抜粋） 

①この１年間の文化芸術の鑑賞及び活動の経験 

 この１年間の文化芸術の鑑賞及び活動の経験については、鑑賞は「（イ）オンラインやテレ

ビでの鑑賞」（66.7％）が６割台半ば、「（ア）直接の鑑賞」（62.1％）が６割を超えており、

（ア）か（イ）いずれか、又はその両方を通じて鑑賞した県民の割合は76.7％となりました。 

活動については「（ウ）直接の文化芸術活動」（25.7％）が２割台半ば、「（エ）オンラインで

の文化芸術活動」（9.6％）が約１割となっており（図表１－33）、（ウ）か（エ）いずれか、

又はその両方を通じて活動した県民の割合は28.0％となりました。 

問15 あなたは、この１年間に、文化芸術※を鑑賞しましたか。また、鑑賞ではなく、自分で文化芸術活動

をしましたか。（○はそれぞれ１つずつ） 

※ 「文化芸術」とは、映画（アニメ含む）、音楽（全てのジャンル）、美術（写真・デジタルアート含む）、  

文芸（マンガ含む）、ダンス、茶道・華道・書道、歌舞伎、地域に伝わる祭り、文化財などを指します。 

＜図表１－33＞この１年間の文化芸術の鑑賞及び活動の経験 

 

〔参考〕令和４年度の同様の項目による調査結果との比較（単位：％） 

（ア） 直接の鑑賞（施設での音楽鑑賞、美術館や博物館での展覧会の鑑賞、舞台公演鑑賞、史跡めぐり、読書、

映画館での鑑賞など） 
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n

令和４年度調査 （1,591）

令和５年度調査 （1,561）

65.2 

66.7 

30.9 

28.7 

4.0 

4.6 

鑑賞した 鑑賞しなかった 無回答

n

令和４年度調査 （1,591）

令和５年度調査 （1,561）

21.3 

25.7 

77.5 

73.4 

1.2 

1.0 

活動した 活動しなかった 無回答

n

令和４年度調査 （1,591）

令和５年度調査 （1,561）

10.1 

9.6 

87.4 

88.0 

2.5 

2.4 

活動した 活動しなかった 無回答

全体(n=1,561)

4.0 

18.1 27.0 15.2 8.8 26.3 

0.5 

(%)

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思う 無回答

22.1

そう思わない
わからない

24.1

ｎ

令和４年度調査 （1,591）

令和５年度調査 （1,561）

19.7 

22.1 

24.1 

24.1 

56.2 

53.8 

無回答

またはどちらともいえない

またはわからない
そう思う

(計)

そう思わない

(計)

（イ） オンラインやテレビでの鑑賞 

 

 

 

（ウ） 直接の文化芸術活動（創作、音楽の演奏や舞台等への出演、習い事、趣味を同じくするグループでの   

活動、地域の祭りや体験活動への参加など） 

 

 

 

（エ） オンラインでの文化芸術活動（動画や写真の投稿、デジタルアートの創作など） 

 

 

 

 

 ②文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる環境が整っていると思う環境の整備状況 

 また、千葉県において、文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる環境が整っていると

思うか聞いたところ、「そう思う」（4.0％）と「どちらかといえばそう思う」（18.1％）を   

合わせた『そう思う（計）』（22.1％）が２割を超えました。 

一方、「どちらかといえばそう思わない」（15.2％）と「そう思わない」（8.8％）を合わせ

た『そう思わない（計）』（24.1％）が２割台半ば、「どちらともいえない」（27.0％）が     

約３割となっています。（図表１－39） 

問16 あなたは、千葉県において、文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる環境が整っていると

思いますか。（○は１つ） 

＜図表１－39＞文化芸術に触れ、自ら取り組むことができる環境の整備状況 

  

〔参考〕令和４年度の同様の項目による調査結果との比較（単位：％） 
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全体(n=1,069) 32.0 42.0 21.6 

4.1 0.3 

(%)

変わらない

わからない

増加した

無回答

減少した

 

イ 「文化芸術への意識に関するアンケート」（抜粋） 令和６年７月実施 

 ①新型コロナウイルス感染症の流行以前と以後での鑑賞頻度の変化 

 「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と回答した 1,069 人を対象に、令和２年４月の緊急   

事態宣言発令以前と比べた頻度を聞いたところ、「増加した」（32%）と「変わらない」（42％）

をあわせると７割台半ば（74％）、「減少した」（21.6％）は約2割となりました。 

【問１で「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と回答した方に】 

問５ 問４で回答した頻度は、2020年4月以前（新型コロナウイルス感染症による１回目の緊急事態宣言の以前）

と比較して、増加したと思いますか、減少したと思いますか。（〇は１つ） 

＜図表１－12＞コロナ禍前と比べた鑑賞頻度の増減 

 

 

 

 

 

 

 

②新型コロナウイルス感染症の流行以前と比べた鑑賞についての変化（自由記述） 

「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と回答した 1,069 人を対象に、令和２年４月の緊急  

事態宣言発令以前と比べた鑑賞についての変化を聞いたところ、「自宅での鑑賞が増えた」

が187件で最も多く、以下「人混みは避けるようになった」（68件）、「インターネットや、 

動画配信で鑑賞することが増えた」（63 件）、「鑑賞したい／行ける時に行きたいという  

気持ちになった」（37件）となりました。 

【問１で「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と回答した方に】 

問６ 2020年4月以前（新型コロナウイルス感染症による１回目の緊急事態宣言の以前）と比べて、文化芸術

を鑑賞することに対して何か変化はありましたか。（例えば「自宅での鑑賞が増えた」、「鑑賞に対する気持

ちが変わった」など）どのようなことでも結構ですので、ご自由にお書きください。 

＜図表１－14＞コロナ禍前と比べた鑑賞についての変化（自由記述） ※上位10位まで抜粋 

 

 

 

 

74% 
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③県が積極的に取り組むべき分野 

本県の文化芸術を振興するために県が積極的に取り組むべき分野を聞いたところ、「子

どもたちが文化芸術に親しむ機会の充実」（46.4％）が４割半ばで最も高く、以下「文化会

館やホール、美術館・博物館などの文化施設の充実」（23.1％）、「若手芸術家・若手文化人

の活動の支援」（22.9％）、「障害の有無等に関わらず、あらゆる人々が文化芸術を鑑賞でき

るサポートの充実」（20.6％）となりました。 

問29 千葉県の文化芸術を振興するために、県が積極的に取り組むべき分野はどのようなことだ

と思いますか。（〇は３つまで） 

＜図表６－１＞県が積極的に取り組むべき分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 

※「障害の有無等に関わらず、あらゆる人々が文化芸術を鑑賞できるサポートの充実」は、令和元年度では「障害の有無に関わらず、文化芸術を鑑賞できる

サポートの充実」 

※「障害の有無等に関わらず、あらゆる人々が文化芸術活動に参加できるようなサポートの充実」は、令和元年度では「障害の有無に関わらず、文化芸術活

動に参加できるようなサポートの充実」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=1,206）

子どもたちが文化芸術に親しむ機会の充実

文化会館やホール、美術館・博物館などの文化施設の充実

若手芸術家・若手文化人の活動の支援

障害の有無等に関わらず、あらゆる人々が文化芸術を
鑑賞できるサポートの充実

地域の歴史的な建物や遺跡、文化芸術などの継承・保存

公演、展覧会、芸術祭などの文化事業の充実

障害の有無等に関わらず、あらゆる人々が文化芸術活動に
参加できるようなサポートの充実

歴史的な建物や遺跡、文化芸術などを活かした
まちづくりの推進

芸術家・文化人や文化団体の活動の支援

地域の文化芸術に関わる情報の提供

文化施設などにおける地域の芸術家・文化人の

積極的な活用

その他

無回答

46.4 (39.3)

23.1 (20.2)

22.9 (18.6)

20.6 (16.6)

20.5 (20.1)

19.8 (23.1)

18.8 (15.5)

18.0 (20.5)

16.3 (13.4)

15.7 (20.7)

10.7 (6.9)

3.6 (1.9)

6.6 (11.5)

0 10 20 30 40 50（%）
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③居住地域における伝統芸能への参加有無及び今後の意向 

お住まいの地域で継承されている伝統芸能があるかを聞いたところ、「ある」（43.8％）

が４割台半ば、「あるかどうか知らない」（41％）が４割を超えました。 

また、「お住まいの地域で継承されている伝統芸能がある」と回答した528人を対象に、

担い手として参加の有無と今後の意向を聞いたところ、「参加していないし、今後参加した

いとも思わない」（63.1％）が６割を超え、最も高い結果となりました。その一方で、   

「参加しているし、今後も続けたいと思う」（10.6％）は１割となりました。 

問20 あなたが住んでいる地域では、継承されている祭り、踊り、笛・太鼓の音楽等の伝統芸

能がありますか。（〇は１つ） 

＜図表３－１＞居住地域において継承されている伝統芸能の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問20で「１ ある」とお答えの方に】 

問21 あなたは、自分が住んでいる地域の伝統芸能に担い手（出演、みこしの担ぎ手、裏方

等）として参加していますか。または参加したいと思いますか。（〇は１つ） 

＜図表３－３＞居住地域における伝統芸能への参加有無及び今後の意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体(n=1,206) 43.8 13.2 41.0 

2.0 

(%)

ある 無回答あるかどうか知らないない

全体(n=528) 10.6 5.7 20.3 63.1 

0.4 

(%)

参加しているが、今後は続けたいとは思わない

参加していないし、今後参加したいとも思わない

参加しているし、今後も続けたいと思う

無回答参加していないが、今後参加したいと思う
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（２）文化芸術団体を対象とした調査（「令和５年度文化芸術の振興に関するアンケート調査」

（抜粋））令和５年１０月実施 

 

 千葉県内の文化芸術関連団体（千葉県芸術文化団体協議会加盟団体及び県域で活動する文化

芸術団体）を対象とした調査の結果は以下のとおりでした。 

 

ア 団体が今後担っていきたい役割 

 

団体が今後担っていきたい役割を聞いたところ、「子どもたちへの文化芸術の普及、教育」

（69.8％）が約７割と最も高く、以下「文化芸術を活用した地域の活性化」（67.4％）、 「公演、

展覧会などの発表の機会の充実」（44.2％）、 「若手芸術家・文化人の確保、育成」（39.5％）と

なりました。 

 

  

問16 貴団体として、やっていきたいことや担っていきたいと思う役割は次のうちどれですか。（〇は３つまで） 

＜図表＞団体が今後担っていきたい役割 

 
カッコ内（）は、前回調査時（令和元年度）の数値 

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

子どもたちへの文化芸術の普及、教育

文化芸術を活用した地域の活性化

公演、展覧会などの発表の機会の充実

若手芸術家・文化人の確保、育成

文化芸術や祭りなどの継承・保存

文化芸術に関わる情報の提供

他の文化芸術との交流による文化芸術の創造・発展

障害の有無に関わらず、文化芸術活動に参加できるようなサポートの充実

その他

69.8(61.0)

67.4(56.1)

44.2(43.9)

39.5(51.2)

20.9(24.4)

18.6(9.8)

9.3(14.6)

2.3(2.4)

2.3(4.9)

(n=43)
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イ 文化芸術振興のために県が担う役割 

 

本県の文化芸術を振興するために県が担う役割を聞いたところ、 「芸術家・文化人や文化団体

の活動の支援」（58.1％）が約６割と最も高く、以下 「子どもたちが文化芸術に親しむ機会の充

実」（48.8％）、 「文化会館やホール、美術館・博物館などの文化施設の充実」（46.5％）、となり

ました。 

 

  

問21 千葉県の文化芸術を振興するために、県が担う役割はどのようなことだと思いますか。（〇は３つまで） 

＜図表＞振興のために県が担う役割 

カッコ内（）は、前回調査時（令和元年度）の数値 

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

芸術家・文化人や文化団体の活動の支援

子どもたちが文化芸術に親しむ機会の充実

文化会館やホール、美術館・博物館などの文化施設の充実

公演、展覧会、芸術祭などの文化芸術事業の充実

若手芸術家・文化人の活動の支援

地域の文化芸術に関わる情報の提供

地域の歴史的な建物や遺跡や、芸術・祭りなどの継承・保存

歴史的な建物や遺跡・文化などを活かしたまちづくりの推進

文化施設などにおける地域の芸術家・文化人の積極的な活用

障害の有無に関わらず、文化芸術活動に参加できるような
サポートの充実

その他

障害の有無に関わらず、文化芸術を鑑賞できるサポートの充実

58.1(41.5)

48.8(51.2)

46.5(46.3)

37.2(26.8)

20.9(29.3)

18.6(9.8)

16.3(24.4)

14.0(7.3)

11.6(22.0)

(n=43)

7.0(7.3)

7.0(0.0)

2.3(4.9)
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（３）障害者福祉事業者等を対象とした調査（「令和５年度障害者文化芸術の振興に関するアン

ケート調査」（抜粋））令和５年１０月実施 

 

 千葉県内の障害者文化芸術関連団体（本県障害者芸術文化活動支援センター等を通じた、 

県内に所在する障害者福祉事業所等）を対象とした調査の結果は以下のとおりでした。 

 

ア 障害者文化芸術振興のために県に求める支援 

千葉県で障害者文化芸術を振興するために、県にどのような支援を求めるかについては、 

「アウトリーチ（訪問）活動による鑑賞機会の提供」（38.5％）が約４割と最も高くなっており、

次いで「アウトリーチ（訪問）活動による体験機会の提供」（33.3％）、「鑑賞に関する相談や 

情報提供」 （30.8％）、「発表（公演・展示）環境に関する相談や情報提供 」 （30.8％）、となり

ました。 

 

  

問10 千葉県で障害者文化芸術を振興するために、県にどのような支援を求めますか。（〇は３つまで） 

＜図表＞県への支援要望 

 

0 10 20 30 40 (%)

アウトリーチ（訪問）活動による鑑賞機会の提供

アウトリーチ（訪問）活動による体験機会の提供

鑑賞に関する相談や情報提供

発表（公演・展示）環境に関する相談や情報提供

文化芸術活動に関する専門家やプロのアーティストからの指導や助言

創造（創作）や練習等に必要な道具や機器の提供

鑑賞の支援（文化施設における設備や対応など）

創作（創造）環境に関する相談や情報提供

創造（創作）場所や練習場所等の確保

該当するものはない

その他（具体的に）

38.5

33.3

30.8

28.2

17.9

10.3

5.1

(n=39)

23.1

20.5

2.6

30.8
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４ 取り組むべき課題 
 文化芸術を取り巻く現状や、前計画の取組及び各種調査の結果を踏まえ、本県として主に次の

ような課題があります。 

 

○ 文化芸術に触れ、自ら取り組む場や機会の不足 

○ 文化芸術は身近なものではないという印象 

○ 文化芸術活動の担い手や、それを支える人材やノウハウの不足 

○ ポストコロナへの対応（生活環境の変化への対応） 

○ 多種多様な文化芸術の尊重 

○ こどもたちが文化芸術に親しむ機会の充実 

○ 地域の伝統文化への関心の低下 

○ 千葉県誕生150周年記念事業の取組の継承と文化芸術による地域の活性化 
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第３章 施策の方向性 

１ 目指す姿 
 

誰もが文化芸術に親しめる千葉 

 

文化芸術は、県民が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上で欠かせな

いものであり、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他社会のあらゆる分野と   

関わり、地域社会の発展と県民の活力を高めていく貴重な財産です。 

本計画では、文化芸術活動の振興はもとより、文化芸術と社会の様々な分野との関わりによる

波及効果を重視し、文化芸術を生かしたまちづくりや観光・産業分野等様々な分野での文化芸術

の活用を推進し県民の誰もが文化芸術に親しみ、心豊かに暮らすことができる活力ある地域社会

をつくることを目指します。 

 

 

２ 基本指標 
本計画全体の達成度を計るための基本指標及び目標を次のとおりとします。 

指標名 
現状 

（令和５年度） 

目標 

（令和１３年度） 

この１年間に文化芸術を鑑賞した県民の割合 

（オンラインでの鑑賞を含む） 
76.7% 90.0% 

この１年間に、鑑賞を除く文化芸術活動をした

県民の割合（オンラインでの活動を含む） 

（「文化芸術活動」とは、創作や出演、習い事、祭りや体験活動、

趣味を同じくするグループでの活動への参加を含む） 

28.0% 50.0% 

※県政世論調査の結果による。 
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３ 本計画を推進するための「３つの視点」 
「誰もが文化芸術に親しめる千葉」を実現するため、次の３つの視点でそれぞれの施策や 

事業の実施に取り組みます。 

 

視点１ ちばの文化芸術を担う「人づくり」 

こどもや若者をはじめとする県民が広く文化芸術に親しみ本県の文化芸術に対する誇りと

愛着を育み、また、本県で育まれてきた文化芸術を次代に受け継ぎ発展させていくため、豊か

な感性や想像力を備えた人づくりに取り組みます。 

さらに、国内外で活躍する県ゆかりのアーティストを輩出するため、才能豊かな人材の発掘

や支援に取り組みます。 

 

視点２ ちばの文化芸術に親しむ「環境づくり」 

 こどもや若者をはじめとする県民の誰もが文化芸術に親しみ、文化芸術に出会い、参加し、

楽しみながら自己表現する機会を充実させるとともに、障害の有無や年齢、国籍等に関わらず、

誰もが生涯にわたって文化芸術を享受できる環境づくりに取り組みます。 

 

視点３ ちばの文化芸術を生かした「地域づくり」 

県民による様々な文化芸術活動やちばの多様な文化資源を生かし、観光・まちづくりなどの

他分野と連携することで新たな文化芸術の価値を創造することや、本県の文化芸術の魅力を 

県内外に発信する等、文化芸術を生かした地域づくりに取り組みます。 

また、地域の好事例の共有や地域間の交流・連携を促進するなど、横展開に取り組みます。 
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４ 施策体系図 
本計画では、目指す姿を実現するため、３つの視点を踏まえ、 「県民が文化芸術に親しむための

基盤の整備・充実」、「文化芸術を通じた連携・協働」、「多様な伝統文化の保存・継承・活用」、  

「ちばの強みを生かした文化芸術の創造・発信」を４つの施策の柱とし、その柱に基づいて   

各施策を展開します。 
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 身近な日常の中にある文化芸術にもスポットを当て、誰もが文化芸術の鑑賞や自己表現

を行いやすくするための基盤を整備します。 

第４章 施策の内容 

施策の柱 １ 

県民が文化芸術に親しむための基盤の整備・充実 

 

 

 

文化芸術は人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供するものであり、多くの

人が文化芸術に触れ、活動が盛んになることにより、多様性を受け入れることができる心豊かな

社会が形成されることが期待されます。 

文化芸術は伝統的なものや歴史的な評価を受けているものだけでなく、時代の中で生まれた 

新しいものまで多種多様です。こうした身近な日常の中にある文化芸術にもスポットを当て、 

気づきを促し、誰もが文化芸術に親しむことができる素地の醸成を図ります。 

また、文化芸術活動を行う県民の自主性や専門性を尊重し、誰もが表現者として生涯にわたっ

て文化芸術を実践し鑑賞できるよう、機会の提供、理解の促進、人材の育成等の支援を行うとと

もに、文化施設等の機能の充実を図ります。 

さらに、環境負荷の低減を意識した活動を推進するとともに、持続的に活動を続けていくため

の多様な財源確保方策の周知を行います。 

これらの取組を通じて、誰もが文化芸術の鑑賞や自己表現を行いやすくするための基盤を整備

します。 
 

（１）成果指標 

※１ 計画の進捗状況調査の結果による。 

※２ 前計画期間中の実績は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間があり、今後の数値目標の設定が   

困難なため、増加を目指すとする。 

※３ 県政世論調査の結果による。 

指標 
現状 目標 

（令和５年度） （１３年度） 

 県内公立文化会館、美術館・博物館及び県の 

主催事業で文化芸術を鑑賞した人数※１ 

（オンラインでの鑑賞を含む）（文化会館は自主事業に限る） 

4,219,460人 増加を目指す※２ 

 県内公立文化会館、美術館・博物館及び県の 

主催事業で文化芸術活動をした人数※１ 

（発表、練習、文化芸術関連の講座への参加等（オンラインの活

動を含む））（文化会館は自主事業に限る） 

575,757人 増加を目指す※２ 

 県及び市町村における、こども・若者を対象と

した文化芸術事業の参加者数※１ 

（こども・若者の人数に限る）（オンラインでの取組を含む） 

108,677人 増加を目指す※２ 

 文化芸術に触れ、自ら取り組むための環境が 

整っていると思う県民の割合※３ 
22.1％ 50.0％ 
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（２）施策の展開と取組内容 

施策の展開 取組内容 

①誰もが文化芸術に触れ親し

む機会の提供、関心及び理解

の促進 

〇 身近な日常の中にある文化芸術の普及・啓発の実施 

〇 文化施設等における公演や展覧会等の充実 

〇 文化施設等以外での文化芸術に触れる機会の提供 

〇 わかりやすい文化芸術情報の提供 

②誰もが表現者として、生涯に

わたり文化芸術を楽しむことの

できる環境整備 

〇 誰もが文化芸術活動に参加し、自己表現できる機会の提供、

交流の場づくり 

〇 誰もが生涯をとおし、文化芸術を体験・学習する機会の充実 

〇 障害者の文化芸術活動の推進 

③こども・若者の文化芸術活

動の充実 

〇 こどもたちが文化芸術に触れ親しむための環境づくり 

〇 学校教育における文化芸術活動の充実 

〇 こども ・若者が文化芸術活動に参加し、自己表現できる機会

の提供 

④文化芸術活動の担い手やそ

れを支える人材の育成・支援・

活用 

〇 文化芸術活動の担い手の発掘・育成 

〇 文化芸術を支える人材の確保・育成と活用 

〇 若者による創造的な文化芸術活動への支援  

⑤文化施設等（文化会館、美術

館・博物館等）の機能の充実・

多面的な活用 

〇 文化芸術活動拠点としての利用環境の充実 

〇 文化施設等における多様な利用者に対応する環境の整備 

〇 芸術家・文化人や文化芸術団体、県民、市町村との交流・  

連携の強化 

〇 文化施設等の学校教育や多分野での活用促進 

⑥持続可能な文化芸術活動の

推進 

〇 文化芸術分野において環境負荷の低減を意識した活動の推進 

〇 文化芸術活動推進にあたっての多様な支援・財源確保方策の 

周知等 

 

 
 

① 誰もが文化芸術に触れ親しむ機会の提供、関心及び理解の促進  

障害の有無や年齢、国籍等に関わらず、誰もが文化芸術に触れ親しむ機会を提供するととも

に、県民の文化芸術に対する関心を高め、理解を促進するよう、様々な取組を行います。 

 

○ 身近な日常の中にある文化芸術の普及・啓発の実施（新規） 

  文化芸術は身近なものではないという印象を持つ方もいるかもしれませんが、伝統的な 

ものや歴史的な評価を受けているものだけでなく、時代の中で生まれた新しいものまで多種

多様であり、例えば、映画やアニメ、漫画、ポピュラー音楽など、私たちの身近な日常の中

にも存在し、また、地域の祭りで神輿を担ぐことや、旅行等でその土地の様々な生活や文化

を体験すること、これらをオンラインで鑑賞したり体験することやSNS等で写真や動画など

を投稿することなども文化芸術活動を通じた自己表現です。 

この文化芸術の多様性を認め、県民が新たな表現の価値を発見できるよう、文化芸術の 

普及・啓発に取り組んでいきます。 
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○ 文化施設等における公演や展覧会等の充実  

公立文化会館等での著名なアーティストによる公演、公益財団法人千葉交響楽団等の本県

を代表する芸術家が出演する公演、美術館や博物館での魅力ある展覧会等の催しを実施して

いきます。 

なお、実施にあたっては、多様な主体との連携などにより、内容の充実を図るとともに、

コロナによる生活環境の変化により対応してきたオンライン配信やデジタルアーカイブ化

等を引き続き行い、情報へのアクセスを容易にするとともに、デジタル技術を活用した新し

い鑑賞体験を提供するなど、魅力を広く発信します 

 

 

 

 

○ 文化施設等以外での文化芸術に触れる機会の提供  

多様な主体と連携し、商業施設、病院、公園等の文化施設以外の様々な場において、県民

が気軽に芸術に触れ親しむことができるよう、公演や展覧会等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ わかりやすい文化芸術情報の提供（新規） 

文化芸術に関する情報を誰もが手軽に入手できるよう、県内の文化芸術活動やアーティス

ト、文化資源等の情報収集を行うとともに多様な媒体を活用したわかりやすい情報の提供に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

PROJECT UMINOUE 五十嵐靖晃 海風（千葉県立美術館） 

©みさこみさこ 

©金瀬胖 

公益財団法人 千葉交響楽団 
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② 誰もが表現者として、生涯にわたり文化芸術を楽しむことのできる環境整備 

障害の有無や年齢、国籍等に関わらず、誰もが表現者として、生涯にわたって文化芸術活

動に参加することができる機会の提供や、文化芸術を体験・学習する機会の充実、障害者の

文化芸術活動の推進等を行うなどの環境整備を行います。 

  

○ 誰もが文化芸術活動に参加し、自己表現できる機会の提供、交流の場づくり 

県民による文化芸術活動の活性化を図るため、障害の有無や年齢、国籍等に関わらず、  

誰もが文化芸術活動に参加し、発表できる機会をつくるとともに、自己表現する人の輪を 

広げるための交流の場を提供します。  

 

○ 誰もが生涯をとおし、文化芸術を体験・学習する機会の充実（新規） 

 誰もが生涯を通じて地域の様々な場で身近に文化芸術に接し、個性豊かな文化芸術活動を

活発に行うことができるよう、文化芸術を体験できる場の機会の充実に取り組みます。 

 また、世代を問わず社会人の学び直しの環境を整備し、多様な学習機会の充実に取り組み

ます。 

   

○ 障害者の文化芸術活動の推進（新規） 

  芸術家を目指す人から日常の楽しみとして行う人まで、どのような障害のある人でも生活

の中で文化芸術を楽しめる環境の整備を目指し、文化芸術に親しみ、創作・表現活動を行え

るよう、相談支援、人材育成、発表の機会の確保、ネットワークの構築、権利保護の推進、

情報収集・発信等に取り組み、障害のある人による文化芸術活動を推進します。 

また、文化芸術が有する多様な価値を幅広く考慮し、芸術上価値が高い作品等の創造に 

対する支援に取り組みます。 

 さらに、学校や企業等と連携し、障害のある人とない人との文化芸術等による交流及び 

共同学習を推進し、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会とすることで障害のある人の理解

の一層の促進を図ります。  

 

 

 
 

 

 

 

 

人材育成講座３ワークショップ 絵画表現 

（千葉県障害者芸術文化活動支援センター） 

展覧会「うみのもりの玉手箱４」 

（千葉県障害者芸術文化活動支援センター） 

 

写真：竹村浩輝 
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③ こども・若者の文化芸術活動の充実  

乳幼児期から文化芸術に触れることは、豊かな感性と郷土への愛着を育むことにつながります。 

次の世代を担うこども・若者が、食文化を含め文化芸術や郷土の歴史・伝統を学ぶ機会や、

文化芸術活動を行う機会を充実させます。 

 

○ こどもたちが文化芸術に触れ親しむための環境づくり 

こどもたちの豊かな心、感性や創造性を育成する 

ため、公益財団法人千葉交響楽団等を活用した鑑賞や

体験事業、美術館・博物館による講座・ワークショップ

等を通じて、食文化を含め文化芸術や郷土の歴史・伝統

などに親しむ機会を提供します。 

 

 

 

○ 学校教育における文化芸術活動の充実 

 県内では児童生徒による部活動が盛んに行われていることから、芸術家や文化芸術団体等

と協力して児童生徒が指導を受ける機会を提供するとともに、休日の部活動の地域展開に 

向け、各地域において、学校と地域が連携しながら、当該地域の課題やニーズに応じた多面

的な支援を行います。 

 また、芸術教科や専門学校に設置されているデザイン関係の教科などに係る授業を通じ、

こども・若者の文化芸術に関する知識や技能を培います。さらに、学校図書館の蔵書を充実

させるなど、学校での読書活動を一層進めます。 

   

○ こども・若者が文化芸術活動に参加し、自己表現できる機会の提供 

  こども・若者が広く文化芸術に触れ親しみ、楽しみながら自己表現できる機会を充実させ

るため、自己表現の手段として使われることの多いＳＮＳやインターネットを有効に活用し

ます。また、「千葉県高等学校総合文化祭」や、文化施設や企業等との連携により、こども・

若者が出演・出展・体験できる事業などを実施します。さらに、国内外で活躍している千葉

県少年少女オーケストラの活動を支援します。 

  なお、令和１１年度に本県で開催が予定されている「第５３回全国高等学校総合文化祭」

について、高校生の創造活動の向上や全国的、国際的な規模での生徒相互の交流・親睦を深

めるため、県内市町村等と連携して各部門大会の開催や広報等に取り組みます。 

 

  

 

 

千葉県立中央博物館体験イベント 
「万祝レプリカ型紙でプリントたいけん」 

ちばミライ文化祭 

千葉県立袖ヶ浦高等学校書道部のパフォーマンス 
千葉県少年少女オーケストラ第28回定期演奏会 

（東京芸術劇場） 



施策の柱１ 県民が文化芸術に親しむための基盤の整備・充実 

31 

 

④ 文化芸術活動の担い手やそれを支える人材の育成・支援・活用 

県内の文化芸術活動を活性化するため、文化芸術活動の担い手や企画・運営する人材の育成、

活動支援に関する情報発信等を行います。 

 

○ 文化芸術活動の担い手の発掘・育成 

地域の文化芸術の発展・活性化に資するため、関係団体等との連携や、海外との交流を  

通じ、今後の文化芸術の担い手となる人材を発掘・育成するなどの支援を行います。 

また、作者や作品の権利を保護するため、県のホームページ等で著作権に関する情報を 

提供します。 

さらに、文化芸術活動で顕著な成果を収めた人や団体の功績をたたえ、表彰します。 

 

○ 文化芸術を支える人材の確保・育成と活用 

地域の文化芸術活動を活性化するため、関係団体等と連携し、研修会の実施等により、 

文化芸術活動の企画・運営等を支える人材を育成します。 

 また、県立文化施設の利用者のニーズや各施設の特性に応じて、専門的知識や情報発信力

のある人材を育成・活用し、地域における文化芸術活動を支援します。 

 さらに、文化芸術活動で顕著な成果を収めた人や団体の功績をたたえ、表彰します。 

あわせて、県内で活動するアーティストや文化に関するボランティアの情報を収集し、 

ボランティアを必要としている施設や団体へつなぎ、活動の場を提供します。 

 

○ 若者による創造的な文化芸術活動への支援 

 若者の文化芸術活動は、既成の概念にとらわれることなく、新しい価値を創造し地域を 

活性化させる可能性を秘めています。そのため、ちば文化の新たな担い手となる若者による

創造的な文化芸術活動を支援します。 

 

 

⑤ 文化施設等（文化会館、美術館・博物館等）の機能の充実・多面的な活用 

文化会館や美術館・博物館等の文化施設等は文化芸術活動の拠点であることから、あらゆる

県民にとって親しみやすい施設となるよう利用環境を充実させていきます。また、観光資源と

しての活用や、文化芸術による社会包摂4を実現する場としての利用など、地域に開かれた事業

展開を支援します。5 

 

○ 文化芸術活動拠点としての利用環境の充実 

 文化会館、美術館・博物館等の文化施設等が、県民の文化芸術活動における自己表現の場

として活用されるよう、練習・発表・展示等の利用をサポートしたり、県民参加型の公演、

ワークショップ、講座等を実施します。 

 また、県立学校では、保有するホール等の施設を広く開放することにより、地域に根差し

 
4 社会包摂：こども・若者や、高齢者、障害者、在留外国人等にも社会参加の機会をひらく機

能。 
5 「千葉県立文化会館の設置及び管理に関する条例」第二条に、「県は、県民の福祉の向上と文

化の発展に資するため、文化会館を設置する。」としています。 
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た文化芸術活動を支援します。 

 さらに、図書館や文書館などの社会教育施設等との連携を深め利用者サービスの向上を 

図ります。 

 

○ 文化施設等における多様な利用者に対応する環境の整備 

 障害の有無や年齢等に関わらず、あらゆる人々が文化芸術の鑑賞を楽しみ、また、文化の

担い手として施設等を利用できるよう、文化施設等における案内表示やピクトグラム6などの

多言語・障害者対応、無料公衆無線ＬＡＮの整備等を進めます。 

 また、文化芸術以外での多様な利用を促し、人々が集い、交流する場となれるような施設 

運営に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 ピクトグラム(案内用図記号)：不特定多数の人々が利用する公共交通機関や公共施設、観光施

設等において、文字・言語によらず対象物、概念または状態に関する情報を提供する図形。 

千葉県立関宿城博物館（野田市）                千葉県立房総のむら（栄町） 

千葉県立美術館（千葉市）                   千葉県立中央博物館（千葉市） 

千葉県東総文化会館（旭市）                千葉県南総文化ホール（館山市） 

千葉県文化会館（千葉市）                青葉の森公園芸術文化ホール（千葉市） 
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○ 芸術家・文化人や文化芸術団体、県民、市町村との交流・連携の強化 

 文化施設の活用を進めるため、文化施設において、文化芸術の関係者や地域住民との意見

交換の場を設ける等により、関係者のニーズを把握します。また、県と市町村や文化施設間

の交流・連携を強化し、効果的な施設運営に努めます。 

 

○ 文化施設等の学校教育や多分野での活用促進 

 文化施設等について、観光資源やＭＩＣＥ7 等

のユニークベニュー8としての利用や、福祉分野等

多くの分野での利用等、多面的な活用を促進しま

す。また、校外学習の受入れや、学校や福祉施設

等で行うアウトリーチ事業の実施など、多くの 

分野と連携した事業に取り組みます。 

 

 

 

⑥ 持続可能な文化芸術活動の推進（新規） 

文化振興の拠点である文化施設等の整備や物品調達等において環境負荷の低減に努めると

ともに、文化芸術の担い手である芸術家等が活動に専念できるよう、県による支援のほか、  

企業等との連携を促進し、支援に関する情報の提供等を行います。 

 

○ 文化芸術分野において環境負荷の低減を意識した活動の推進（新規） 

 県民が将来にわたって持続的に文化芸術の鑑賞・活動を行うことができるよう、文化施設

等の整備や収蔵品の保存等を行っていく上で、再生可能エネルギーの導入推進や、省エネル

ギーの推進に取り組むとともに、環境に配慮した調達の推進や施設運営に取り組むなど、 

文化芸術分野においても環境負荷の低減に努めます。 

   

○ 文化芸術活動推進にあたっての多様な支援・財源確保方策の周知等（新規） 

 文化芸術の担い手である芸術家や文化芸術団体等に対する県による支援のほか、文化芸術

活動を支援する企業等との連携を促進し、活動の場や各種助成制度等の支援に関する情報の

提供等を行います。 

 なお、支援体制については、寄付をめぐる制度の動向等を見極め、より適切で効果的な  

支援のあり方を検討していきます。 

  

  

 
7 ＭＩＣＥ：Meeting（企業等のミーティング）、Incentive（企業等の報奨・研修旅行）、Convention

（国際会議）、Exhibition/Event（展示会・イベント）の総称。 
8 ユニークベニュー：歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催する

ことで特別感や地域特性を演出できる会場。 

千葉県立房総のむらにおける学校団体受け入れ 
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文化芸術を通じたネットワークの構築や他分野との連携を行うことで地域の活性化を目指します。 

施策の柱 ２  

文化芸術を通じた連携・協働 

 

 

条例において文化芸術の振興にあたっては観光・まちづくり・福祉・教育等、他分野と連携を

図ることとしていますが、令和４年に博物館法が改正されたことで、博物館においても教育や 

文化の域を超えて、さまざまな分野との連携による地域社会への貢献が期待されています。 

県内には、固有の歴史・文化に加え、首都圏にありながらも広い野外空間や豊かな自然を有す

ることで新たな文化芸術の価値の創造につながる貴重な資源が数多く存在し、これらを最大限に

活用しながら、他分野と連携することにより、文化芸術が、社会の様々な場面で輝く機会を創出

できる社会をつくることが、本県の発展や魅力向上につながっていきます。 

そのため、様々な主体によるネットワークの構築に取り組むほか、観光等の様々な分野と連携

した文化資源の活用と地域の活性化を図ります。 

また、次代を担うこどもや若者をはじめとする県民の文化芸術を通じた交流の推進を図ります。 

 

（１）成果指標 

指標 
現状 目標 

（令和５年度） （１３年度） 

 観光・国際交流・福祉等、文化芸術と他分野が

連携する事業に取り組んだ市町村の割合 

（いずれもオンラインでの取組を含む） 

42.6％ 70.0％ 

※計画の進捗状況調査の結果による。 

  

子どものワークショップ（ペットボトルキャップアート制作） 

千葉・県民文化祭「千葉県写真展」（千葉県写真美術会） 民間企業と連携した企画展（千葉県立美術館） 

2025©Media Force 

オランダ文化交流事業「テオ・ヤンセン展」（千葉県立美術館） 
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（２）施策の展開と取組内容  

 

① 様々な関係者による文化芸術のネットワークの構築、文化交流の推進 

県、市町村、文化芸術団体、ＮＰＯ、企業、学校等が交流や連携を強化し、「ちば文化」を   

重層的に支えるネットワークを構築します。 

また、文化が有する多様な価値を生かしたイベント等において、交流を通じて知見や理解を

深める機会の提供を行います。 

 

○ 文化芸術関係者のネットワークの構築促進と活性化の推進 

文化芸術の推進のため、国、他の地方公共団体、文化芸術団体、大学その他の教育機関、

民間事業者その他の関係者等と相互に連携を図り、情報交換や意見交換の場を設けるととも

に、文化施設における地域の利用者との意見交換の場の開催を促すとともに、多様な関係者

による文化芸術活動を推進するため、連携して公演、展示、広報等各種事業を実施します。 

特に、包括連携協定を締結した国立歴史民俗博物館をはじめとした県内博物館や県内に 

立地する企業等と様々な面で協力し、連携した取組を実施し相乗効果を高めていきます。 

 

○ 芸術家・文化人や文化芸術団体、県民、市町村との交流・連携の強化【再掲】（柱１⑤） 

 

○ 文化施設等の学校教育や多分野での活用促進【再掲】（柱１⑤） 

 

○ 千葉県誕生150周年記念事業により得られた新たな文化資源やネットワークの活用【再掲】（柱４②） 

 

施策の展開 取組内容 

①様々な関係者による文化

芸術のネットワークの  

構築、文化交流の推進 

○ 文化芸術関係者のネットワークの構築促進と活性化の推進 

○ 芸術家・文化人や文化芸術団体、県民、市町村との交流・   

連携の強化【再掲】（柱１⑤） 

○ 文化施設等の学校教育や多分野での活用促進【再掲】（柱１⑤） 

○ 千葉県誕生150周年記念事業により得られた新たな文化資源

やネットワークの活用【再掲】（柱４②） 

○ 国際交流を通じたネットワークの構築促進と地域活性化 

○ 国際交流における「ちば文化」の活用【再掲】（柱４①） 

○ 多様性を尊重した文化芸術交流活動の促進 

○ 障害者の文化芸術活動の推進【再掲】（柱１②） 

②観光等の様々な分野と 

連携した文化資源の活用と

地域の活性化 

○ 本県固有の歴史・伝統・食文化等と観光の連携促進 

○ 文化施設等の学校教育や多分野での活用促進【再掲】（柱１⑤） 

○ 文化的景観等の保存と活用の推進【再掲】（柱３③） 

○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源の活用  
【再掲】（柱４①） 

○ 「千葉の海」の魅力発信【再掲】（柱４②） 

○ 首都圏にありながら豊かな自然に恵まれた本県の地理的強み

を生かした事業展開 

○ 古くから守り伝えられてきた伝統文化及び地域固有の文化と

国内外の他の文化芸術分野とのコラボレーション等による 

新たな文化の創造【再掲】（柱４②） 
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○ 国際交流を通じたネットワークの構築促進と地域活性化（新規） 

海外との持続的な交流を通じて、本県ゆかりのアーティス

トのネットワーク構築を促進し、知見を深められるよう支援

するとともに、市町村、文化芸術団体、企業等とも連携した

取組を推進することで、交流によって生まれたネットワーク

を活用し、地域の文化・芸術の発展と活性化を図ります。 

 

○ 国際交流における「ちば文化」の活用【再掲】（柱４①） 

 

○ 多様性を尊重した文化芸術交流活動の促進（新規） 

「文化芸術が有する多様な価値」9を生かしたイベント等を行うことで、県民一人ひとり

が持つ個性や能力などの多様性が尊重され、年齢や障害の有無や国籍等に関わらず、誰も

がその人らしく活躍できるよう、理解を深める機会の提供を行います。 

 

○ 障害者の文化芸術活動の推進【再掲】（柱１②） 

 

② 観光等の様々な分野と連携した文化資源の活用と地域の活性化 

本県の豊かで特色ある歴史・伝統文化・食文化・自然・日本遺産等を、観光地域づくりに   

活用し、地域の活性化を図ります。また、首都圏にありながら豊かな自然に恵まれた本県の  

地理的強みを生かし、新たな価値を創造します。 

 

○ 本県固有の歴史・伝統・食文化等と観光の連携促進 

 県内の歴史的町並みやアニメ・映画等の舞台となったロケーション、本県独自の海の文化

や食文化等の文化資源を活用した観光コンテンツ開発など観光地域づくりを支援するとと

もに本県の文化的魅力を県内外に発信します。 

 また、本県の日本遺産等の本県固有の文化資源を、観光振興やまちづくりに活用し、併せ

てその魅力を国内外に発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 文化芸術が有する多様な価値：国の「文化芸術推進基本計画」において、文化芸術は国民全体

及び人類普遍の社会的財産として、創造的な経済活動の源泉や、持続的な経済発展や国際協力の

円滑化の基盤ともなるものであり、本質的及び社会的・経済的価値を有しているとされています。 

（左上） 

重要文化財「旧堀田家住宅」（佐倉市） 

 

（右上）「成田祇園祭」（成田市） 

 

 

（左下） 

香取市佐原伝統的建造物群保存地区 

「伝統的な町並み」（香取市） 

 

（右下） 

国名勝・天然記念物「屏風ケ浦」（銚子市） 

姉妹都市ドイツ・デュッセルドルフ市と 
アーティスト交換に関する協定締結 

千葉県の日本遺産 
「北総四都市江戸紀行」 
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○ 文化施設等の学校教育や多分野での活用促進【再掲】（柱１⑤） 

 

○ 文化的景観等の保存と活用の推進【再掲】（柱３③） 

 

○ 「千葉の海」の魅力発信【再掲】（柱４①） 

 

○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源の活用【再掲】（（柱４①） 

 

○ 首都圏にありながら豊かな自然に恵まれた本県の地理的強みを生かした事業展開 

 本県は三方を海に囲まれ、里山や水辺など、豊かな自然に恵まれています。これらの豊か

な自然や広い野外空間を有効活用し、観光等の他分野と連携しつつ、自然と一体感を感じな

がら文化芸術を楽しむことができる音楽イベントや芸術祭、ダンスイベント等、本県ならで

はの文化芸術の事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 古くから守り伝えられてきた伝統文化及び地域固有の文化と国内外の他の文化芸術分野と

のコラボレーション等による新たな文化の創造【再掲】（柱４②） 

  

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024（千葉市） 百年後芸術祭－内房総アートフェス－  
ダダン・クリスタント「カクラ・クルクル・イン・チバ」（袖ケ浦市） 

photo by Osamu Nakamura 
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 県内各地で守られてきた伝統文化を地域で活用し、未来に継承していくための取組を推進 

します。 

施策の柱 ３   

多様な伝統文化の保存・継承・活用 

 

 

 

本県には、長い歴史の中で育まれてきた固有の郷土芸能、食文化、伝統技術等、地域の宝とも

言える多様な伝統文化が多数ありますが、近年失われつつあります。 

県内各地で守られてきたこれらの伝統文化を地域の活性化等で活用し、未来に継承することが

県民の郷土への愛着と誇りの醸成につながっていくものと期待されます。 

 そこで、ちばの多様な伝統文化を知る機会を提供するとともに、伝統文化を取り巻く地域の 

関係者・関係機関と連携し、地域の伝統文化の保存・継承・活用を図っていきます。 

特に、次代を担うこどもや若者が伝統文化に関心を持つきっかけとなるよう、伝統文化に触れ

る機会の提供に取り組みます。 

 また、その他の歴史、生業、風土により形成された文化財や地域の歴史的又は文化的景観等に

ついても、保存・活用を進めていきます。 

 

（１）成果指標 

指標 
現状 目標 

（令和５年度） （１３年度） 

 
県主催の伝統文化事業の鑑賞者数※１ 

※県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催する文化芸術行

事における、伝統文化事業（オンラインでの鑑賞を含む） 

574,197人 増加を目指す※２ 

 県主催の伝統文化体験事業の参加者数※１ 

※県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催する文化芸術行

事における、伝統文化体験事業（オンラインでの体験行事を含む） 

71,323人 増加を目指す※２ 

※１ 計画の進捗状況調査の結果による。 

※２ 前計画期間中の実績は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間があり、今後の数値目標の設定が 

困難なため、増加を目指すとする。   

魅力発見！郷土芸能フェスティバル 太巻き寿司 房州うちわ 
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（２）施策の展開と取組内容 

 

 

① ちばの多様な伝統文化を知る機会の提供 

本県の長い歴史の中で育まれてきた固有の郷土芸能、食文化、工芸などの伝統技術等、地域

の宝とも言える多様な伝統文化を県民に知ってもらい、興味・関心を持ってもらうため、美術

館・博物館や学校等における伝統文化の紹介や体験講座、ＳＮＳ等のＩＣＴを活用した情報 

発信により、県民が伝統文化を知る機会を提供します。 

 

○ 伝統的な文化や芸能に触れる機会の提供 

県民の伝統文化への関心を促すため、県内各地に伝わる郷土芸能を紹介する「房総の郷土

芸能」をはじめとした文化会館等での舞台公演や、美術館・博物館、学校、企業等での展示・

公開などを実施します。 

また、イベント等において発表や体験の場を設けるなど、伝統文化に触れる機会を提供し

ます。 

 
 

  

施策の展開 取組内容 

①ちばの多様な伝統文化を 

知る機会の提供 

○ 伝統的な文化や芸能に触れる機会の提供 

○ 本県固有の歴史・伝統・食文化等と観光の連携促進【再掲】

（柱２②） 

○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源の活用   
【再掲】（柱４①） 

○ SNS等の活用による情報発信 

②伝統文化の保存・継承 ○ 伝統文化の保存や後継者育成 

○ 千葉県伝統的工芸品の指定や後継者養成 

③文化財・文化的景観等の

保存と活用 

○ 文化財の保存に配慮した活用の推進 

○ 本県固有の歴史・伝統・食文化等と観光の連携促進【再掲】

（柱２②） 

○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源の活用 
【再掲】（柱４①） 

○ 文化財の調査と普及活動の推進 

○ 文化的景観等の保全と活用の推進 

④伝統文化を担うこども・

若者の育成 

○ 児童生徒に対する伝統文化に触れる機会の提供 

○ こどもたちが文化芸術に触れ親しむための環境づくり  
【再掲】（柱１③） 

○ 関係団体と連携した今後を担う人材の育成 

○ 学校教育における文化芸術活動の充実【再掲】（柱１③） 

房総の郷土芸能2022 

（旭市 旭のお囃子） 

舞台公演（狂言） 和楽器体験（みんなで楽しむ邦楽コンサート） 
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○ 本県固有の歴史・伝統・食文化等と観光の連携促進【再掲】（柱２②） 

 

○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源の活用【再掲】（柱４①） 

 

○ SNS等の活用による情報発信 

若い世代を中心により多くの方に関心をもって

いただくため、オンライン配信やデジタルアーカイ

ブ化を行うとともに、ＳＮＳやインターネット等を

活用した情報発信を行い、次世代へ文化をつなげて

いくよう努めます。 

 

 

② 伝統文化の保存・継承 

県内各地に伝承される郷土芸能、食文化や伝統技術は、本県の貴重な財産です。伝統文化を

取り巻く地域の関係者・関係機関と連携し、伝統文化の保存や後継者の確保を図ります。 

 

○ 伝統文化の保存や後継者育成 

無形文化財や文化財を支える技術・技能の伝承者に 

対する支援を行うとともに、関係者や関係団体・機関が

交流し、情報交換や意見交換を行う場を設けるなどによ

り、保存・継承を進めます。 

 

○ 千葉県伝統的工芸品の指定や後継者養成 

 地域の生活に根差し、受け継がれてきた技術によって

製造される工芸品を、「千葉県伝統的工芸品」として指定

し、技術を受け継ぐ後継者の養成を行います。 

 

 

③ 文化財・文化的景観等の保存と活用 

県内各地には、歴史、生業、風土により形成された文化財や歴史的又は文化的景観及び伝統

的建造物群があり、本県の貴重な財産です。これらを大切に保全することにより、観光振興や

まちづくり等への活用が可能となります。文化財の調査、普及、保存に配慮した活用や、文化

的景観等の保全と活用を推進します。 

 

○ 文化財の保存に配慮した活用の推進 

国及び県指定文化財の計画的な修繕や保存修理、防災対策など、 

必要な措置を行います。また、個々の文化財の特性や保存方法に配慮

しつつ、博物館等での公開や観光資源としての利用等、適切な活用を

図ります。 

 

○ 本県固有の歴史・伝統・食文化等と観光の連携促進【再掲】（柱２②） 

ふるさとちば古写真デジタルアーカイブ 

（千葉県立中央博物館） 

無形文化財 後継者育成（武術 立身流） 

千葉工匠具 

佐原の山車行事（香取市） 
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○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源の活用【再掲】（柱４①） 

 

○ 文化財の調査と普及活動の推進 

 文化財を保護し、次世代へと継承するために、文化財

の調査を行うとともに、調査結果の公表や成果を発表す

る機会の充実を図り、広く県民に普及させていきます。 

 また、県内で出土した文化財を用いて作製した学習 

キットを小学校等に配付するなど、教育における文化財

の活用を進めます。 

さらに、調査に基づく指定などを進め、文化財所有者

を支援します。 

  

○ 文化的景観等の保全と活用の推進 

 県内各地には魅力ある景観や町並みが多数あり、 

本県の文化芸術のブランド化や観光振興等にも生かせ

る可能性を持っていることから、将来に渡り保存して

いく必要があります。 

  これらの歴史的又は文化的景観や伝統的建造物群の

保存・活用を通して、郷土の自然、歴史、文化等に   

関する理解を一層深め、歴史や文化を大切に思う心や 

郷土愛を育むとともに、都市整備分野等との連携に 

より、保全のための普及・啓発にも取り組みます。 

 

④ 伝統文化を担うこども・若者の育成 

 こども・若者が伝統文化に関心を持つきっかけとなるよう、伝統文化を鑑賞・体験したり、

指導を受ける機会を設けます。 

 

○ 児童生徒に対する伝統文化に触れる機会の提供 

 能や雅楽、三曲など伝統芸能の専門家を学校に派遣し、

児童生徒が、専門家の指導のもと、伝統文化の鑑賞や  

所作の体験、楽器の演奏体験をすることにより、伝統  

文化に興味・関心を持つ機会を設けます。 

 

○ こどもたちが文化芸術に触れ親しむための環境づくり【再掲】（柱１③） 

 

○ 関係団体と連携した今後を担う人材の育成 

 伝統芸能や生活文化の専門家を指導者として学校に招き、児童生徒が授業や部活動等で 

指導を受ける機会を設けます。また、文化施設や県内の文化芸術団体等と連携し、伝統文化

の大切さをこども・若者に伝え、次世代への継承につながる取組を実施します。 

 

○ 学校教育における文化芸術活動の充実【再掲】（柱１③） 

出前授業「土器ッと古代“宅配便”」 

棚田の景観（鴨川市・大山千枚田） 

伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業（雅楽） 
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 ちばの強みを生かした「ちば文化」のブランド化を進めるとともに、文化芸術の新たな表現・ 

発信・保存方法として発達してきたテクノロジーの導入や伝統文化等と国内外のコラボレーショ

ンなどによる新たな「ちば文化」を創造します。 

施策の柱 ４   

ちばの強みを生かした文化芸術の創造・発信   

 

 

 

 

 

本県は、三方を海に囲まれ、首都圏にありながら海や里山等の豊かな自然環境に恵まれており、

この環境を生かした野外でのイベントが行われています。 

また、チバニアン、特別史跡「加曽利貝塚」、ユネスコ無形文化遺産「佐原の山車行事」、万祝

等の海に関する文化や発酵文化10、郷土料理、後世に継承すべき歴史や伝統文化等もあり、多様で

魅力的な文化資源が豊富です。 

そこで、県民はもとより、成田国際空港や東京湾アクアライン等を利用して国内外から来訪す

る方にも本県の魅力を感じていただくため、本県ならではの自然と一体感を感じられることので

きる事業の実施や、文化資源の活用、千葉県誕生150周年記念事業により得られたネットワーク

の活用を行うとともに、様々な機会を捉えた情報発信等により、ちば固有の歴史・伝統文化等の

「ちば文化」のブランド化を進め、「ちば文化」の認知度向上と県民の誇りの醸成につなげます。 

 また、時代の中で生まれた新しい文化芸術の発信を積極的に行っていくとともに、このような

取組を行う人材の育成を図ることや、国内外の他の文化芸術分野とのコラボレーション等を推進

することにより、新たな「ちば文化」を創造していきます。 

 

（１）成果指標 

指標 
現状 目標 

（令和５年度） （１３年度） 

 

千葉県に愛着や誇りを感じる人の割合 － 増加を目指す※ 

  ※令和7年度の県政世論調査からの増加を目指す。 

 

 

  

 
10 発酵文化のうち、日本酒やみりんなどの製造技術が、「伝統的酒造り」として令和6年12月

にユネスコ無形文化遺産に登録されました。 

百年後芸術祭－内房総アートフェス－ en Live Art Performance 

（音楽・映像・ダンス・光・テクノロジー（ドローン）を融合さ

せたライブアートパフォーマンス） 

千葉県誕生150周年記念事業フィナーレイベント 漁船パレード 
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（２）施策の展開と取組内容 

 

①  「ちば文化」のブランド化による認知度向上と県民の誇りの醸成 

半島性など本県の特性が育んだ食文化や伝統文化、芸術など、多様な魅力を「ちば文化」と

してブランド化し、認知度向上を図るとともに、県民の愛着や誇りを醸成します。  

 

○ 「県民の日」など様々な機会を利用した「ちば文化」の魅力発信 

６月１５日の「県民の日」にちなんだ各種行事等の 

開催や、全国各地で行われている文化活動を全国的 

規模で発表・交流する場である「国民文化祭」への参加、

県ホームページ「ちば文化交流ボックス」等を通じて、

県民の郷土への愛着や誇りを高めるとともに、   

「ちば文化」の魅力を県内外に発信します。 

 

 

○ 「千葉の海」の魅力発信（新規） 

本県の海は、地域ごとに様々な特徴を有するとともに、独自の文化が育まれており、  

それらの魅力を掘り起こし、美術館や博物館において企画展を行うとともに、「千葉の海 

ブランドデザイン」の活用促進等を通じて本県の多面的な海の魅力を国内外に広く発信し、

千葉の海のブランド価値を高め、地域の活性化に 

つなげます。 

 

 

 

 

 

施策の展開 取組内容 
①「ちば文化」のブラ

ンド化による認知度

向上と県民の誇りの

醸成 

○ 「県民の日」など様々な機会を利用した「ちば文化」の魅力発信 

○ 「千葉の海」の魅力発信 

○ 「発酵文化」の魅力発信 

○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源の活用 

○ 文化的景観等の保存と活用の推進【再掲】（柱３③） 

○ 首都圏にありながら豊かな自然に恵まれた本県の地理的強みを

生かした事業展開【再掲】（柱２②） 

○ 国際交流における「ちば文化」の活用 

○ 国際交流を通じたネットワークの構築促進と地域活性化【再掲】 

（柱２①） 

○ ＩＣＴの積極的な活用 

②新たな「ちば文化」

の創造 

○ 新たな文化芸術の発掘・発信 

○ 千葉県誕生 150 周年記念事業により得られた新たな文化資源や 

ネットワークの活用 

○ 最新のテクノロジーを取り入れた新たな文化芸術の促進 

○ 古くから守り伝えられてきた伝統文化及び地域固有の 

文化と国内外の他の文化芸術分野とのコラボレーション等

による新たな文化の創造 

千葉県誕生150周年記念事業フィナーレイベント 

万祝フェスタ 

【左から】 

千葉の海ブランドデザイン ロゴマーク、 
万祝博覧会－海をまとう－（千葉県立中央博物館） 

2025©Media Force 
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○ 「発酵文化」の魅力発信（新規） 

 本県は、生産量日本一の醤油やみりんをはじめ、日本酒や味噌の生産が盛んであり、   

バイオテクノロジー分野の企業・研究所が数多く集積するとともに、藍染め11を使用した漁師

の祝い着「万祝」の発祥の地とされるなど、発酵に関する様々な産業・文化が古くから根付

く「発酵県」と言えます。 

この千葉県の多様な発酵文化を活かし、市町村や企業・関係団体等と連携を図りながら、

その魅力を県内外に広く発信します。 

 

○ 「日本遺産」や「ちば文化資産」など県内文化資源12の活用 

観光やまちづくり等の他分野と連携し、県内で認定され

ている「日本遺産」の活用を促進するほか、歴史的建造物

や史跡でのコンサートや展覧会の実施等、文化芸術活動の

発表・表現の場として、「ちば文化資産」や県内の文化資

源を活用します。 

 

 

○ 文化的景観等の保存と活用の推進【再掲】（柱３③） 

 

○ 首都圏にありながら豊かな自然に恵まれた本県の地理的強みを生かした事業展開【再掲】

（柱２②） 

 

○ 国際交流における「ちば文化」の活用 

本県の豊かで特色ある歴史・伝統文化・食文化等を国際交流で紹介・活用するなど   

「ちば文化」の魅力を世界へ発信します。 

 

○ 国際交流を通じたネットワークの構築促進と地域活性化【再掲】（柱２①） 

 

○ ＩＣＴの積極的な活用 

若者を中心に、ＳＮＳやインターネットを通じ、写真、イラスト、小説などを投稿して  

自己表現をすることや、デジタルの媒体で音楽や動画等の文化芸術に触れることが日常化 

していることから、「ちば文化」の認知度を向上させるためのＳＮＳを用いた情報発信や  

キャンペーンを積極的に進めます。 

また、県民の財産である美術館や博物館の資料等の情報について、デジタルアーカイブ化

し、オンライン上で公開することで情報へのアクセスを容易にし、魅力を広く発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 藍染めは、藍の葉を発酵させた染料を用いた伝統的な染め方です。 
12 県内の文化資源として、このほか「ちば遺産100 選」及び「ちば文化的景観」（ともに平成20

年度選定）等があります。（資料編77～79ページ） 

千葉・県民文化祭「中央行事」ちば文化資産アウトリーチコンサート 

（Libertas Brass Quintet in ふなばしアンデルセン公園） 

【左から】 

いちかわ芸術祭 

プロジェクションマッピング

（千葉県立現代産業科学館）、 

浅井忠日記資料デジタル  

アーカイブ （千葉県立美術館） 
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② 新たな「ちば文化」の創造 

ＳＮＳ等のＩＣＴの発達により、文化芸術の創造や発信の手段が多様化しています。最新の

テクノロジーや国内外との交流を取り入れた文化芸術活動を支援することで、新しい「ちば 

文化」の創造と国内外への発信につなげます。 

 

○ 新たな文化芸術の発掘・発信（新規） 

より多くの人たちが自己表現を楽しみ、ゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現し

ていくため、時代の流れの中で生まれた新しい文化芸術についても積極的に振興し、その 

活動を発掘・発信していきます。 

   

○ 千葉県誕生 150 周年記念事業により得られた新たな文化資源やネットワークの活用（新規） 

千葉県誕生 150 周年記念事業では、県内全域で本県ならではの新しい芸術祭や、地域の  

観光資源や文化資源を活用した様々な行事を展開しました。 

記念事業を通じて再認識された千葉の魅力や、この中で生まれた文化資源や豊かな自然 

環境などを生かした取組、多様な主体によるパートナーシップ、市町村の広域的な連携に 

よる取組等を財産とし、本県の文化芸術振興に生かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 最新のテクノロジーを取り入れた新たな創作活動の促進 

動画配信、ドローン、ＶＲ13やＡＲ14などの最新技術の動向に注目するとともに、それらを

取り入れた新たな創作や展示等の文化芸術活動を促進します。 

 

○ 古くから守り伝えられてきた伝統文化及び地域固有の文化と国内外の他の文化芸術分野と

のコラボレーション等による新たな文化の創造 

地域の文化資源とアート、邦楽とダンス、書道と音楽等、伝統芸能と国内外の他の文化  

芸術分野とのコラボレーション等を通じて、分野の垣根を越えた新たな文化芸術の創造を 

進めます。 

 

  

 
13 VR：Virtual Reality、仮想現実 
14 AR：Augmented Reality、拡張現実 

千葉県誕生150周年記念事業フィナーレイベント 
手つなぎイベント（ギネス記録挑戦） 

【画像左から】栄町百年後芸術祭 ドローンによる龍の演出、栄町に伝わる「龍伝説」をモチーフにしたミュージカル（旧学習院初等科正堂） 

山武市百年後芸術祭  

橘田優子（kitta 主宰）Letter to you  
photo by Kenji Agata 
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第５章 推進体制・進行管理 

 

１ 関係機関等との連携 
 

 「誰もが文化芸術に親しめる千葉」（目指す姿）を達成するためには、国・県・市町村、文化

施設、文化芸術団体といった、文化振興を主目的とする関係者だけでなく、観光、まちづくり、

国際交流、福祉、教育、産業等の広範な分野との連携が不可欠です。 

 このため、県では、県民をはじめ上記など多様な関係者との連携や交流を強化し、各種施策

等を実施します。 

 本県の文化芸術活動の推進、「ちば文化」の創造と発信のために、主な関係者に期待される 

役割は次のように考えることができます。 

 

（１）県民等 

 「ちば文化」を創造し、推進していく主役は県民です。県民一人ひとりが、文化芸術活動

を楽しむとともに、地域における文化芸術活動に参加することにより、県民生活がより心豊

かに活力に溢れたものとなり、「ちば文化」がますます発展していくことが期待されます。 

 また、本県の文化に関心を持つ県外の方々についても、祭りやイベント、クラウドファン

ディングやふるさと納税等を通じ、多様な形で地域と関わる関係人口15となっていくことが

期待されます。 

 

（２）芸術家、文化芸術団体等 

 芸術家には、文化芸術の担い手としての役割が期待されます。公益財団法人千葉交響楽団、

文化芸術団体やＮＰＯなど、県内各地の文化芸術団体は、文化芸術活動を実践する者として、

地域の様々な団体と交流し、地域における文化芸術を担っていくことが期待されます。 

 

（３）文化芸術振興に関連する法人、団体等 

公益財団法人千葉県文化振興財団など文化振興を目的として設立された法人やＮＰＯ等

は、各種文化事業の企画や文化活動への支援、文化芸術の発信拠点としての文化施設の管理

運営業務などを通して、文化芸術の振興を図っており、専門性・継続性を生かし、地域の 

特性に合った活動が期待されます。 

 

（４）文化施設等（文化会館、美術館・博物館等） 

文化施設等は、多様な文化芸術の提供や創造・情報発信の拠点として、関係機関のネット

ワーク構築、人材育成等の役割が期待されます。 

また、文化芸術以外でも多様な利用を促し、人々が集い、交流する場となることや、地域

の拠点としての役割も期待されます。 

 

 
15 関係人口：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様

に関わる人々のことを指す（総務省・関係人口ポータルサイト） 
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（５）学校 

小・中学校や高等学校等の学校は、こどもたちが学ぶ場であるとともに、こどもたちが文

化芸術に接することで人生をより豊かにするきっかけを与える場でもあります。また、本県

の文化芸術活動の裾野を拡大する上で、文化芸術活動の担い手を育成する重要な役割を果た

しています。 

 

（６）大学 

大学は、教育機関であると同時に研究機関として、多くの人材や研究成果、施設を有して

います。文化芸術活動の主導的な役割を担うほか、地域の文化振興についての助言・提案や

情報提供等を行うなどの役割が期待されます。 

 

（７）企業等 

企業や団体、ＮＰＯ等は、地域社会を構成する一員として、文化芸術活動への支援や、  

文化資源の活用等を通じて地域の活性化に貢献していくことが期待されます。 

 

（８）市町村 

市町村は、住民の身近に位置する基礎的な自治体として、それぞれの地域の特性を生かし、

域内の文化芸術団体や学校、県、他の市町村とも連携を取りながら、地域とともに地域の  

文化芸術振興の主たる役割を担うことが期待されます。 

 

（９）県 

県は、「文化芸術基本法」等の関係法令、「千葉県文化芸術の振興に関する条例」、県の総合

計画及び本計画に基づき、文化以外の分野を所管する県の行政機構、様々な関係者と連携し

ながら、本県の文化に関心を持つ人々の協力や支援も得られるよう努めつつ、本県の特性に

応じた文化芸術に関する施策を総合的に推進します。 

  

 

２ 計画の進捗状況の評価等 
 

 本計画の進捗管理については、基本目標及び施策の柱ごとに、計画（Ｐｌａｎ）－実施 

（Ｄｏ）－評価（Ｃｈｅｃｋ）－改善（Ａｃｔｉｏｎ）というマネジメントサイクルに基づい

て行います。 

毎年度、指標の達成度等を分析し評価するほか、関連事業の実施状況を把握し、有識者会議

等の第三者の視点からの意見を聴いた上で、それらの結果を公表します。 

また、中間年度には国内外の情勢の変化等を踏まえて評価を行うこととし、有識者会議等の

第三者の視点からの意見を聴いた上で、結果を公表します。 

これらの結果を施策の改善等に生かしていきます。 

さらに、県内の文化芸術活動の状況について定期的・継続的に調査し把握します。 
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３ 計画における指標について 
【基本指標】 

指標 
現状 目標 

（令和５年度） （１３年度） 

 目指す姿 誰もが文化芸術に親しめる千葉 

 この１年間に文化芸術を鑑賞した県民の割合 

（オンラインでの鑑賞を含む） 
76.7％ 90.0％ 

 この１年間に、鑑賞を除く文化芸術活動をした県民の割合 

（オンラインでの活動を含む） 

（「文化芸術活動」とは、創作や出演、習い事、祭りや体験活動、趣味を同じくす

るグループでの活動への参加を含む） 

28.0％ 50.0％ 

 

【成果指標】 

指標 
現状 目標 

（令和５年度） （１３年度） 

 施策の柱１ 県民が文化芸術に親しむための基盤の整備・充実 

 県内公立文化会館、美術館・博物館及び県の主催事業で文化芸

術を鑑賞した人数 

（オンラインでの鑑賞を含む）（文化会館は自主事業に限る） 

4,219,460人 増加を目指す※１ 

 県内公立文化会館、美術館・博物館及び県の主催事業で文化芸

術活動をした人数 

（発表、練習、文化芸術関連の講座への参加等（オンラインの活動を含む）） 

（文化会館は自主事業に限る） 

575,757人 増加を目指す※１ 

 県及び市町村における、こども・若者を対象とした文化芸術事

業の参加者数（こども・若者の人数に限る）（オンラインでの取組を含む） 
108,677人 増加を目指す※１ 

 文化芸術に触れ、自ら取り組むための環境が整っていると思う

県民の割合 
22.1％ 50.0％ 

 施策の柱２ 文化芸術を通じた連携・協働 

 観光・国際交流・福祉等、文化芸術と他分野が連携する事業に

取り組んだ市町村の割合（いずれもオンラインでの取組を含む） 
42.6％ 70.0％ 

 施策の柱３ 多様な伝統文化の保存・継承・活用 

 県主催の伝統文化事業の鑑賞者数 

※県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催する文化芸術行事におけ

る、伝統文化事業（オンラインでの鑑賞を含む） 

574,197人 増加を目指す※１ 

 県主催の伝統文化体験事業の参加者数 

※県、県立文化会館、県立美術館・博物館が主催する文化芸術行事におけ

る、伝統文化体験事業（オンラインでの体験行事を含む） 

71,323人 増加を目指す※１ 

 施策の柱４ ちばの強みを生かした文化芸術の創造・発信 

 
千葉県に愛着や誇りを感じる人の割合 － 増加を目指す※２ 

※1前計画期間中の実績は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間があり、今後の数値目標の設定が困難   
なため、増加を目指すとする 

※2令和7年度の県政世論調査からの増加を目指す 
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資料編 

 

１ 文化芸術基本法 

（平成十三年法律第百四十八号） 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 文化芸術推進基本計画等（第七条・第七条の二） 

第三章 文化芸術に関する基本的施策（第八条―第三十五条） 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備（第三十六条・第三十七条） 

附則 

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いであ

る。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互

に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、

世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それ

ぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中に

あって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 

我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にと

って極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 

しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができる

ような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今、文化芸術によ

り生み出される様々な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとと

もに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。 

このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重

要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近な

ものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。 

ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施

策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。

）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなけ

ればならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるととも

に、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの

権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等し
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く、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなけ

ればならない。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国及び世界において文化芸術活動が活発に行われるよ

うな環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。 

６ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配

慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。 

７ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術

に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 

８ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重

要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。）、家庭及び地域における

活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。 

９ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映される

よう十分配慮されなければならない。 

１０ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継

承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、

観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図

られるよう配慮されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的

に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の関心及び理解） 

第五条 国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、

文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなけ

ればならない。 

（文化芸術団体の役割） 

第五条の二 文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図ると

ともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。 

（関係者相互の連携及び協働） 

第五条の三 国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実

現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措

置を講じなければならない。 

第二章 文化芸術推進基本計画等 

（文化芸術推進基本計画） 

第七条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関

する基本的な計画（以下「文化芸術推進基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項そ

の他必要な事項について定めるものとする。 

３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。 

４ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。 
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５ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

６ 前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。 

（地方文化芸術推進基本計画） 

第七条の二 都道府県及び市（特別区を含む。第三十七条において同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところ

によりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（次項におい

て「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方 

の実情に即した文化芸術の推進に関する計画（次項及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

第三章 文化芸術に関する基本的施策 

（芸術の振興） 

第八条 国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定するメディア芸術を除く。）

の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への

支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（メディア芸術の振興） 

第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術（以下「メ

ディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の

制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（伝統芸能の継承及び発展） 

第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能（以下「伝統芸能」とい

う。）の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

（芸能の振興） 

第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）の振興を図るため、 

これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識及び技能の継承

への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 

第十二条 国は、生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。）の振興を図るとと 

もに、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、

これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化財等の保存及び活用） 

第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化財等」という。）の保存及び活用を

図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術の振興等） 

第十四条 国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における

文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行わ

れる民俗的な芸能をいう。）に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（国際交流等の推進） 

第十五条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸

術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際

的な催しの開催又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他
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の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する

協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなけれ

ばならない。 

（芸術家等の養成及び確保） 

第十六条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関

する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活動に関す

る技術者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」という。）の養

成及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人材育成への支援、研修成果の発表の機会の

確保、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環境の整備その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） 

第十七条 国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化芸術に係る大学そ

の他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（国語についての理解） 

第十八条 国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国

語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（日本語教育の充実） 

第十九条 国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実

を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本

語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（著作権等の保護及び利用） 

第二十条 国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利（以下この条において

「著作権等」という。）について、著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ、著作権等の保護及び公正な

利用を図るため、著作権等に関する制度及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備、著作権等

の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究及び普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（国民の鑑賞等の機会の充実） 

第二十一条 国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実

を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実） 

第二十二条 国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行う創造的活動、

公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

（青少年の文化芸術活動の充実） 

第二十三条 国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展

示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（学校教育における文化芸術活動の充実） 

第二十四条 国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等文化芸

術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化芸術活動に対する協力への支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（劇場、音楽堂等の充実） 

第二十五条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、

公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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（美術館、博物館、図書館等の充実） 

第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る

施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存への

支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術活動の場の充実） 

第二十七条 国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文化施設、学校施設、

社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（公共の建物等の建築に当たっての配慮等） 

第二十八条 国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然的環境、地域の歴史

及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。 

２ 国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化芸術の振興に資する取組を行

うよう努めるものとする。 

（情報通信技術の活用の推進） 

第二十九条 国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活動に関する情

報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を活

用した文化芸術に関する作品等の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（調査研究等） 

第二十九条の二 国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調査研究並びに

国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等） 

第三十条 国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため、情報

の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（民間の支援活動の活性化等） 

第三十一条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとともに、文

化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は民間の団体からの寄附を受けること

を容易にする等のための税制上の措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援その他の必要な施策を

講ずるよう努めなければならない。 

（関係機関等の連携等） 

第三十二条 国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸術団体、学校等、文

化施設、社会教育施設、民間事業者その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければならな

い。 

２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校等、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関、民間事業

者等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供できる

ようにするよう努めなければならない。 

（顕彰） 

第三十三条 国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努める

ものとする。 

（政策形成への民意の反映等） 

第三十四条 国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するた

め、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組み

の活用等を図るものとする。 

（地方公共団体の施策） 

第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術

に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備 

（文化芸術推進会議） 
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第三十六条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進

会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。 

（都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等） 

第三十七条 都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項

を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二九年六月二三日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討） 

第二条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行

政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成三〇年六月八日法律第四二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則 （令和元年六月七日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

  



55 

２ 千葉県文化芸術の振興に関する条例 

 

平成三十年十月十九日 

条例第五十五号 

文化芸術は、人が本来的にもつ情動の発露である。 

文化芸術は、一人ひとりの個性を育み、生きる喜び、感動、安らぎをもたらすものである。 

文化芸術は、人々が相互に理解し尊重しあう場を提供し、ひいては平和に寄与するものである。 

私たちが暮らす千葉県は、三方を海に囲まれ、変化に富んだ美しい海岸線と肥沃な大地に恵まれ、四

季折々の彩り豊かな花、湖沼や谷津などの美しい水辺、緑豊かな里山に恵まれた郷土である。温暖湿潤

な気候と自然の恵みは、古代から人々に豊かな暮らしをもたらし、貝塚をはじめとする遺跡や、伝統芸

能、祭り、郷土料理などの地域固有の文化が今に受け継がれてきた。 

また、我が県は、人や物、情報が活発に交流する中で、様々な文化芸術活動が盛んに行われており、

伝統芸能からメディア芸術まで県内各地に多様な文化芸術を花開かせてきた。 

こうした房総の特性を活かし、県民が文化芸術に親しむ土壌を醸成するとともに、世界との交流の扉

を有する地にふさわしく、我が千葉県の文化芸術を広く国の内外に発信しなければならない。 

私たちは、郷土への誇りと愛着を深め、先人が創りあげた文化の継承と新たな創造を決意し、この条

例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにするととも

に、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する施策の総合的な

推進を図り、もって心豊かな県民生活及び活力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術の礎である表現の自由の重要性を深く認

識し、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性や専門性が十分に尊重

されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければなら

ない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、県民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住

する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる

ような環境の整備が図られなければならない。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよ

う配慮するとともに、各地域の特色を反映した文化芸術の発展が図られなければならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術が県民共通の財産として育まれ、将来の世代

に引き継がれるよう配慮されなければならない。 

６ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、県の文化芸術及びその魅力が、県内はもとより、国内

外へ発信されるよう、文化芸術に係る交流の推進が図られなければならない。 

７ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育

の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。）、家庭及び地

域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。 

８ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く県民の意見が反映さ

れるよう配慮されなければならない。 

９ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、まちづく

り、観光、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られ

るよう配慮されなければならない。 

（県の責務） 
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第三条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国及び市町村との連携を図

りつつ、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、市町村が実施する文化芸術に関する施策について、情報提供、必要な助言その他の支援に努

めるものとする。 

（県民の関心及び理解） 

第四条 県は、県民が文化芸術を享受し、創造することができるとともに、県民の文化芸術に対する関

心及び理解を深めるよう努めなければならない。 

（国、他の地方公共団体、文化芸術団体等との連携） 

第五条 県は、基本理念の実現を図るため、国、他の地方公共団体、文化芸術団体、大学その他の教育

研究機関、民間事業者その他の関係者（以下「文化芸術団体等」という。）等と相互に連携を図り、

その能力を活用するよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第六条 県は、文化芸術に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

（文化芸術推進基本計画） 

第七条 県は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に

関する基本的な計画を定めなければならない。 

２ 前項の計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必

要な事項について定めるものとする。 

３ 知事は、第一項の計画を定めるに当たっては、あらかじめ、文化芸術団体等の意見を聴くとともに、

その案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない。 

４ 知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 

（芸術の振興） 

第八条 県は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定するメディア芸術を除

く。）の振興を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（メディア芸術の振興） 

第九条 県は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術の振

興を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（伝統芸能の継承及び発展） 

第十条 県は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の古来の伝統的な芸能（以下「伝統芸能」という。）

の継承及び発展を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（芸能の振興） 

第十一条 県は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）の振興を図

るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 

第十二条 県は、生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。）の振興を図

るとともに、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）並びに出版物及びレコード等の普

及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（文化財等の保存及び活用等） 

第十三条 県は、歴史、風土等に培われてきた有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化

財等」という。）の保存及び活用を図るため、文化財等の把握及び調査に努めるとともに、文化財等

に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、郷土についての歴史的価値がある文書及び記録が適切に保存され、継承され、及び活用され

るよう、必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術の振興等） 
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第十四条 県は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域にお

ける文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によ

って行われる民俗的な芸能をいう。）に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、前項に定めるもののほか、地域の歴史、風土等に培われてきた地域固有の行事、祭り、伝統

的な農法、漁法、技術等その他の地域固有の文化の継承及び発展を図るため、必要な施策を講ずるも

のとする。 

（文化芸術に関する発信等） 

第十五条 県は、県の文化芸術の県内外への周知を図るため、県の文化芸術に関し、事例の把握、情報

の収集、発信その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、文化芸術に係る国内外の交流の推進を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（芸術家等の養成及び確保） 

第十六条 県は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用

に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活

動に関する技術者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」

という。）の養成及び確保を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（県民の鑑賞等の機会の充実） 

第十七条 県は、広く県民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充

実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（県民の文化芸術活動の充実） 

第十八条 県は、年齢又は障害の有無にかかわらず、県民が行う文化芸術活動の充実を図るため、必要

な施策を講ずるものとする。 

（教育における文化芸術活動の充実） 

第十九条 県は、幼児期の教育、学校教育等教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に

関する体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校等における文

化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術活動の場の充実） 

第二十条 県は、県民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

（地域の歴史的又は文化的景観の保全等） 

第二十一条 県は、地域の歴史的又は文化的景観を保全し、及び活用するため、必要な施策を講ずるも

のとする。 

（顕彰） 

第二十二条 県は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努

めるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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３ 房総文化憲章 

 

房総の緑と海と土を礎（いしずえ）とし、先人のたゆまぬ努力によってはぐくまれてきた文

化を一層発展させ、誇りのもてるふるさと房総を築いていくことは、私たち県民すべての願い

です。 

社会の移り変わりのなかで、ともすれば失われがちな人と自然との調和や人と人とのきずな

を見つめ直し、うるおいや喜びをもたらしてくれる心豊かな県民文化を創造していくことがい

ま求められています。 

私たちは、一人ひとりが文化の担い手であることを自覚し、さまざまな文化との交流を進め

つつ、世界に開かれた文化県をめざして、ここに房総文化憲章を定めます。 

 

一人ひとりが文化を愛する心をはぐくみ、県民文化の創造に参加しよう 

 

地域の特色を生かし、水や緑との調和や心のきずなを大切にして、むらやまちづくりを行おう 

 

私たちの財産である伝統文化や文化財を守り、受けついでいこう 

 

空と海とを通じ世界に開かれた房総の特性を生かし、国際文化交流を進めよう 

 

文化の視点に立って行政を進め、心豊かな県民文化の創造を支援しよう 

 

 

昭和６０年１１月３日制定 
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４ 令和６年度文化芸術への意識に関するアンケート調査（概要版） 

 

（１）調査の目的 

文化芸術に関する県民の関心、要望、意向などをとらえ、次期計画策定のための基礎  

資料とすることを目的とする。 

 

（２）調査の項目 

ア 鑑賞について 

イ 自分自身の参加・出演について 

ウ 各地域における伝統芸能について 

エ 障害がある方の文化芸術活動について 

オ 文化施設について 

カ 県が実施する事業等について 

 

 

（３）調査の設計 

ア 調査対象 千葉県在住の満18歳以上の男女個人 

イ 標本数  3,000人 

ウ 抽出方法 層化二段無作為抽出法 

※層化二段無作為抽出法とは、行政単位と地域によって県

内をブロックに分類し（層化）、各層に調査地点を人口に

応じて比例配分し、国勢調査における調査区域及び住民

基本台帳を利用して（二段）、各地点ごとに一定数のサン

プル抽出を行うものである。 

エ 調査方法 郵送法、オンライン調査法の併用 

（調査票を郵送送付し、回答を郵送・オンラインで回収する） 

オ 調査時期 令和6年6月18日～7月12日 

 

（４）回収結果 

有効回収数（率） 1,206人（40.2％） 
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（５）調査の結果 

１  鑑賞について 

➀ 昨年度に鑑賞した文化芸術 （複数回答：いくつでも） 

昨年度に鑑賞した文化芸術につい

て聞いたところ、「映画（アニメ含む）」

（63.4％）が６割を超えて最も高く、

以下「ポップス、ロック、ジャズ、歌

謡曲、演歌、民族音楽などの音楽」

（51.7％）、「文芸（小説、漫画、詩、

俳句、短歌など）」（46.9％）、「歴史的

な建物や遺跡（建造物（社寺・城郭な

ど）、名勝地（庭園など）の文化財）」

（39.1％）が続く。 

一方で、「鑑賞しなかった」（10.5％）

が１割となっている。 

  

（n=1,206）

映画（アニメ含む）

ポップス、ロック、ジャズ、歌謡曲、演歌、

民族音楽などの音楽

文芸（小説、漫画、詩、俳句、短歌など）

歴史的な建物や遺跡（建造物（社寺・城郭な

ど）、名勝地（庭園など）の文化財）

美術（絵画、版画、彫刻、工芸、陶芸、写真、

デザイン、建築、服飾など）

自然（動物・植物）、科学・産業に関する

展示・催しなど

オーケストラ、室内楽、オペラ、合唱、吹奏楽

などの音楽

演芸（落語、講談、浪曲、漫才・コント、

奇術・手品、大道芸、太神楽など）

メディアアート（漫画、アニメーション、デジ

タルアートなど、コンピュータその他の電子機

器等を利用した芸術）

歴史系、民俗系の展示・催しなど（博物館や

資料館の展示や、伝統的な農法・漁法、技術等

の見学など）

地域の伝統芸能（祭り、みこしの練り歩き、

村歌舞伎、神楽、獅子舞、お囃子など）

ストリートダンス（ブレイク、ヒップホップ

等）、ジャズダンス、民俗舞踊（フラダンス、

サルサ、フラメンコ等）、社交ダンスなど

食文化（郷土料理など）の展示、イベント

茶道、華道、書道、盆栽などの生活文化

ミュージカル

現代演劇、児童演劇、人形劇

日本の伝統芸能（雅楽、歌舞伎、文楽、能、

狂言など）

国民娯楽（囲碁、将棋など）

バレエ、モダンダンス、コンテンポラリーダン

スなど

日本舞踊

その他

鑑賞しなかった

無回答

63.4 (62.5)

51.7

46.9 (28.4)

39.1

35.2

30.5 (24.8)

26.5 (22.1)

23.5 (14.7)

22.6 (7.5)

19.8

19.6 (21.1)

11.7

10.2 (14.1)

10.0

9.3

7.1

7.0 (5.8)

5.6 (4.8)

4.6

2.4 (2.0)

0.6

10.5 (13.3)

0.8 (1.1)

0 20 40 60 80（%）

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目によ

る調査結果 ｎ＝1,052 
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② 文化芸術を鑑賞した理由 （複数回答：いくつでも） 

「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と

回答した1,069人を対象に、鑑賞した

理由を聞いたところ、「自分が興味の

ある内容だったから」（89.9％）が約

９割で最も高く、以下「家族・友人な

どから誘われたから」（35.5％）、「パ

ソコンやスマートフォンなどで気軽

に鑑賞できるから」（33.9％）、「無料

（もしくは低料金）だったから」

（20.8％）が続く。 

 

 

 

 

 

③ 文化芸術を鑑賞した場所 （複数回答：いくつでも） 

「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と

回答した1,069人を対象に、鑑賞した

場所を聞いたところ、「自宅や通勤・

通学・移動途中など（テレビ・パソコ

ン・スマートフォンなどの電子機器

で）」（55.6％）が５割台半ばで最も高

く、以下「映画館（県内）」（42.4％）、

「ホール・音楽堂・劇場・公民館など

（県内）」（31.2％）、「ホール・音楽堂・

劇場・公民館など（県外）」（30.7％）

が続く。 

また、「映画館」は『県内』が『県

外』に比べ約33ポイント高く、「美術

館・ギャラリー・博物館（動・植物園

含む）」は『県内』が『県外』に比べ約

11ポイント低い。 

 

  

（n=1,069）

自分が興味のある内容だったから

家族・友人などから誘われたから

パソコンやスマートフォンなどで

気軽に鑑賞できるから

無料（もしくは低料金）だったから

自宅の近くで開催していたから

家族・友人などが出演・出品などを

しているから

学校行事として実施されたから

その他

無回答

89.9 (86.1)

35.5 (37.2)

33.9 (15.6)

20.8 (21.4)

16.7 (20.9)

15.8 (19.1)

4.5 (3.8)

3.6 (3.6)

0.7 (1.3)

0 20 40 60 80 100 （%）

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝900 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝900 

（n=1,069）

自宅や通勤・通学・移動途中など（テレビ・

パソコン・スマートフォンなどの電子機器で）

映画館（県内）

ホール・音楽堂・劇場・公民館など（県内）

ホール・音楽堂・劇場・公民館など（県外）

神社・仏閣（県外）

美術館・ギャラリー・博物館（動・植物園

含む）（県外）

神社・仏閣（県内）

自宅や通勤・通学・移動途中など（書籍など、

電子機器以外で）

街中（駅前・公園・商業施設など）（県内）

美術館・ギャラリー・博物館（動・植物園

含む）（県内）

街中（駅前・公園・商業施設など）（県外）

映画館（県外）

その他

無回答

55.6 (33.3)

42.4 (57.6)

31.2 (35.9)

30.7 (32.1)

30.1 (19.4)

29.6 (36.8)

25.5 (19.6)

22.6 (18.4)

19.0 (18.2)

18.5 (19.8)

12.8 (9.3)

9.9 (15.2)

1.4 (4.9)

0.7 (0.0)

0 20 40 60 80 （%）
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④ 昨年度の鑑賞頻度  

「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と

回答した1,069人を対象に、鑑賞頻度

を聞いたところ、「年に数回程度」

（42.7％）が４割を超えて最も高く、

以下「月に１～３回程度」（22.9％）、

「週に複数回」（19.9％）、「年に１回

程度」（7.1％）、「週に１回程度」（6.8％）

となっている。 

 

⑤ コロナ禍前と比べた鑑賞頻度の増減  

「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と

回答した1,069人を対象に、コロナ禍

前と比べた鑑賞頻度の増減を聞いた

ところ、「増加した」（32.0％）が３割

を超え、「減少した」（21.6％）を上回

っている。 

また、「変わらない」（42.0％）が４

割を超えている。 

 

⑥ 鑑賞した回数や内容の満足度  

「昨年度、文化芸術を鑑賞した」と

回答した1,069人を対象に、鑑賞した

回数や内容に満足できたかを聞いた

ところ、「満足できた」（74.8％）が７

割台半ばとなっている。 

一方で「満足できなかった」（23.2％）

が２割を超えている。 

 

⑦ 「満足できた」理由 （複数回答：いくつでも） 

「満足できた」と回答した800人を

対象に、その理由を聞いたところ、「観

賞した回数は少なかったが、満足でき

る鑑賞経験を得られたから」（52.1％）、

「自分にとって十分な回数だったか

ら」（51.9％）がともに５割を超えて

いる。 

  

（n=800）

観賞した回数は少なかったが、

満足できる鑑賞経験を得られたから

自分にとって十分な回数だったから

その他

無回答

52.1

51.9

2.5

0.6

0 20 40 60（%）

(n=1,069)

32.0 42.0 21.6 

4.1 0.3 

(%)

無回答

変わらない 減少した増加した

わからない

(n=1,069)

7.1 42.7 22.9 6.8 19.9 

0.6 

(%)

無回答

年に数回程度
月に１～３回

程度
年に１回

程度

週に１回程度

週に複数回

(n=1,069)

74.8 23.2 

2.0 

(%)

無回答

満足できなかった満足できた



63 

⑧ 「満足できなかった」理由 （複数回答：いくつでも） 

「満足できなかった」と回答した

248人を対象に、満足できなかった理

由を聞いたところ、「仕事・育児・介

護などで忙しく鑑賞する機会がなか

ったから」（39.5％）が約４割で最も

高く、以下「自分の都合のよい日時に

開催（配信・放映）されていなかった

から」（36.3％）、「鑑賞をしたかった

が、興味のある内容のもの（催し・配

信・出版等）が少なかったから」

（32.3％）、「近隣に文化施設がないか

ら」（23.0％）が続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（n=248）

仕事・育児・介護などで忙しく鑑賞す

る機会がなかったから

自分の都合のよい日時に開催（配信・

放映）されていなかったから

鑑賞をしたかったが、興味のある内容

のもの（催し・配信・出版等）が少な

かったから

近隣に文化施設がないから

催し物の料金が高かったから

催し物の情報が得られなかったから

観賞した回数は十分だが、満足できる

鑑賞経験を得られなかったから

スマートフォン・パソコン等の鑑賞環

境が整っていないから

その他

無回答

39.5

36.3

32.3

23.0

16.5

15.7

6.5

2.4

14.9

2.8

0 10 20 30 40 50（%）
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⑨ 文化芸術を鑑賞しなかった理由 （複数回答：いくつでも） 

「昨年度に文化芸術を鑑賞しなか

った方」127人を対象に、その理由を

聞いたところ、「仕事・育児・介護な

どで忙しく鑑賞する時間がないから」

（29.1％）が約３割で最も高く、以下

「文化芸術に興味がないから」

（25.2％）、「興味のある内容の催し物

（配信・出版含む）がないから」

（23.6％）、「近隣に文化施設がないか

ら」（15.7％）が続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（n=127）

仕事・育児・介護などで忙しく鑑賞す

る時間がないから

文化芸術に興味がないから

興味のある内容の催し物（配信・出版

含む）がないから

近隣に文化施設がないから

仕事・育児・介護などで忙しく鑑賞す

る気力がわかないから

催し物の料金が高いから

自分の都合のよい日時に開催されて

いないから

催し物の情報が得られないから

スマートフォン・パソコン等の鑑賞環

境が整っていないから

字幕表示、展示による案内等の鑑賞

サポートが不十分だから

エレベーターやスロープの設置、車い

す席の確保等、バリアフリー対策が不

十分だから

バリアフリー対策の情報が入手できな

いから

その他

無回答

29.1 (33.7)

25.2 (11.9)

23.6 (30.7)

15.7 (11.9)

10.2 (20.3)

7.9 (7.9)

7.1 (20.8)

6.3 (16.3)

4.7

0.8 (0.0)

0.0 (1.0)

0.0 (1.0)

12.6 (9.4)

3.1 (8.9)

0 10 20 30 40（%）

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝202 
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２ 自分自身の参加・出演について 

➀ 文化芸術活動を行うことへの興味・関心   

文化芸術活動を自分で行う（活動す

る）ことへの興味・関心を聞いたとこ

ろ、「興味・関心がある」（39.9％）が

約４割となっている。 

一方で「興味・関心がない」（57.5％）

は約６割となっている。 

 
 
 

② 文化芸術活動の実施の有無  

文化芸術活動を行うことに「興味・

関心がある」と回答した481人を対象

に、文化芸術活動を行っているかを聞

いたところ、「行っている」（45.5％）

が４割台半ばとなっている。 

一方で、「行っていない」（54.1％）

は５割台半ばとなっている。 

 

 
 
 

  

(n=481)

45.5 54.1 

0.4 

(%)

無回答行っている 行っていない

(41.9) (55.1)
(2.9)

(n=1,206)

39.9 57.5 

2.6 

(%)

無回答興味・関心がある 興味・関心がない

(49.0) (46.4)
(4.7)

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝515 
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③ 実施しているジャンル （複数回答：いくつでも） 

「文化芸術活動を行っている」と回

答した219人を対象に、行っているジ

ャンルを聞いたところ、「美術（絵画、

版画、彫刻、工芸、陶芸、写真、デザ

イン、建築、服飾など）」（28.8％）が

約３割で最も高く、以下「オーケスト

ラ、室内楽、オペラ、合唱、吹奏楽な

どの音楽」（20.5％）、「ポップス、ロ

ック、ジャズ、歌謡曲、演歌、民族音

楽などの音楽」（19.6％）、「茶道、華

道、書道、盆栽などの生活文化」

（16.9％）が続く。 

  

（n=219）

美術（絵画、版画、彫刻、工芸、陶芸、写真、

デザイン、建築、服飾など）

オーケストラ、室内楽、オペラ、合唱、吹奏楽

などの音楽

ポップス、ロック、ジャズ、歌謡曲、演歌、

民族音楽などの音楽

茶道、華道、書道、盆栽などの生活文化

文芸（小説、漫画、詩、俳句、短歌など）

地域の伝統芸能（祭り、みこしの練り歩き、

村歌舞伎、神楽、獅子舞、お囃子など）

ストリートダンス（ブレイク、ヒップホップ

等）、ジャズダンス、民俗舞踊（フラダンス、

サルサ、フラメンコ等）、社交ダンスなど

自然（動物・植物）、科学・産業に関する

展示・催しなど

食文化（郷土料理など）

メディアアート（漫画、アニメーション、デジ

タルアートなど、コンピュータその他の電子機

器等を利用した芸術）

歴史的な建物や遺跡（建造物（社寺・城郭な

ど）、名勝地（庭園など）の文化財）の保存

映画（アニメ含む）

現代演劇、児童演劇、人形劇

国民娯楽（囲碁、将棋など）

歴史系、民俗系の展示・催しなど（博物館や

資料館の展示や、伝統的な農法・漁法、技術

等）

バレエ、モダンダンス、コンテンポラリーダン

スなど

日本の伝統芸能（雅楽、歌舞伎、文楽、能、

狂言など）

演芸（落語、講談、浪曲、漫才・コント、

奇術・手品、大道芸、太神楽など）

日本舞踊

ミュージカル

その他

無回答

28.8

20.5 (19.4)

19.6

16.9

15.1 (13.4)

11.4 (12.5)

9.1

7.8 (14.8)

6.8 (8.3)

5.0 (5.6)

4.6

4.1 (19.4)

3.7

3.2 (3.7)

2.3

1.8

1.8 (4.2)

1.8 (4.6)

0.9 (2.3)

0.5

7.3

0.0 (0.0)

0 10 20 30（%）

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝216 



67 

④ 文化芸術活動を始めた理由 （複数回答：いくつでも） 

「文化芸術活動を行っている」と回

答した219人を対象に、文化芸術活動

を始めた理由を聞いたところ、「もと

もと好きだった、物心ついたときには

始めていた」（58.4％）が約６割で最

も高く、以下「自宅の近くで行事やサ

ークル活動などが行われていたから」

（27.9％）、「家族・友人などから誘わ

れたから」（22.8％）、「メディア（テ

レビ、本、インターネットなど）を通

じて興味を持ったから」（18.3％）が

続く。 

 

 

 

 

⑤ 文化芸術活動を行う際に課題と感じる点 （複数回答：いくつで

も） 

「文化芸術活動を行っている」と回答

した219人を対象に、文化芸術活動を

行う際に課題と感じる点を聞いたと

ころ、「練習・制作のための場所が少

ない・遠い」（27.4％）が約３割で最

も高く、以下「活動に必要な費用が高

額である」（25.1％）、「新規加入者が

少ない」（23.3％）、「発表の場が少な

い・遠い」（21.9％）が続く。 

  

（n=219）

練習・制作のための場所が少ない・

遠い

活動に必要な費用が高額である

新規加入者が少ない

発表の場が少ない・遠い

指導者が少ない

その他

特に課題に感じる点はない

無回答

27.4 (20.8)

25.1 (23.6)

23.3 (19.0)

21.9 (13.9)

13.7 (13.0)

11.9 (6.5)

26.5 (39.8)

3.7 (3.2)

0 10 20 30 40（%）

（n=219）

もともと好きだった、物心ついたとき

には始めていた

自宅の近くで行事やサークル活動など

が行われていたから

家族・友人などから誘われたから

メディア（テレビ、本、インターネッ

トなど）を通じて興味を持ったから

学校の部活動や同好会に参加したから

家族・友人などが出演・出品などを

しているから

学校行事で鑑賞・体験したから

その他

無回答

58.4 (59.3)

27.9 (27.8)

22.8 (33.3)

18.3 (14.8)

6.8 (6.0)

5.5 (15.7)

5.5 (1.9)

10.5 (9.3)

1.4 (0.9)

0 20 40 60 80（%）

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝216 

注）（ ）の数字は令和元年度の項目による調査結果 ｎ＝216 

令和元年度調査は「不満や不便な点」の回答結果 
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⑥ 文化芸術活動を実施していない方の興味・関心があるジャンル （複数回答：いくつでも） 

「文化芸術活動に興味・関心がある

が実施していない」と回答した260人

を対象に、興味・関心があるジャンル

を聞いたところ、「美術（絵画、版画、

彫刻、工芸、陶芸、写真、デザイン、

建築、服飾など）」（44.6％）が４割台

半ばで最も高く、以下「ポップス、ロ

ック、ジャズ、歌謡曲、演歌、民族音

楽などの音楽」（37.3％）、「歴史的な

建物や遺跡（建造物（社寺・城郭など）、

名勝地（庭園など）の文化財）の保存」

（33.1％）、「自然（動物・植物）、科

学・産業に関する展示・催しなど」

（33.1％）が続く。  

（n=260）

美術（絵画、版画、彫刻、工芸、陶芸、写真、

デザイン、建築、服飾など）

ポップス、ロック、ジャズ、歌謡曲、演歌、民

族音楽などの音楽

歴史的な建物や遺跡（建造物（社寺・城郭な

ど）、名勝地（庭園など）の文化財）の保存

自然（動物・植物）、科学・産業に関する

展示・催しなど

オーケストラ、室内楽、オペラ、合唱、吹奏楽

などの音楽

映画（アニメ含む）

食文化（郷土料理など）

文芸（小説、漫画、詩、俳句、短歌など）

茶道、華道、書道、盆栽などの生活文化

歴史系、民俗系の展示・催しなど（博物館や

資料館の展示や、伝統的な農法・漁法、技術

等）

地域の伝統芸能（祭り、みこしの練り歩き、

村歌舞伎、神楽、獅子舞、お囃子など）

演芸（落語、講談、浪曲、漫才・コント、

奇術・手品、大道芸、太神楽など）

メディアアート（漫画、アニメーション、デジ

タルアートなど、コンピュータその他の電子機

器等を利用した芸術）

ミュージカル

ストリートダンス（ブレイク、ヒップホップ

等）、ジャズダンス、民俗舞踊（フラダンス、

サルサ、フラメンコ等）、社交ダンスなど

日本の伝統芸能（雅楽、歌舞伎、文楽、能、

狂言など）

現代演劇、児童演劇、人形劇

国民娯楽（囲碁、将棋など）

バレエ、モダンダンス、コンテンポラリーダン

スなど

日本舞踊

その他

無回答

44.6

37.3

33.1

33.1 (35.9)

31.5 (33.1)

28.5 (45.1)

26.2 (25.4)

25.8 (24.6)

24.6

19.2

17.7 (21.8)

16.2 (18.7)

12.7 (12.0)

12.7

11.2

8.5 (15.5)

6.5

5.0 (4.9)

4.6

4.6 (3.9)

0.8

0.4 (2.1)

0 10 20 30 40 50（%）

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝284 
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⑦ 文化芸術活動を行っていない理由 （複数回答：３つまで） 

「文化芸術活動に興味・関心がある

が行っていない」と回答した260人を

対象に、行っていない理由を聞いたと

ころ、「仕事・育児・介護などで忙し

く参加できないから」（48.5％）が約

５割で最も高く、以下「自分の都合の

よい日時に実施されていないから」

（30.8％）、「活動に関する情報が得ら

れないから」（28.5％）、「活動を一緒

に行う仲間がいないから」（28.1％）

が続く。 

 

 

 

 

３ 各地域における伝統芸能について 

➀ 居住地域において継承されている伝統芸能の有無 

お住まいの地域で継承されている

伝統芸能があるかを聞いたところ、

「ある」（43.8％）が４割台半ばとな

っている。 

一方で「ない」（13.2％）が１割を

超えている。 

また、「あるかどうか知らない」

（41.0％）が４割を超えている。 

 

 

② 居住地域における伝統芸能への参加有無及び今後の意向 

「お住まいの地域で継承されてい

る伝統芸能がある」と回答した528人

を対象に、担い手として参加の有無と

今後の意向を聞いたところ、「参加し

ているし、今後も続けたいと思う」

（10.6％）は１割となっている。 

一方で、「参加していないし、今後

参加したいとも思わない」（63.1％）

が６割を超えて最も高くなっている。  

（n=260）

仕事・育児・介護などで忙しく

参加できないから

自分の都合のよい日時に実施されて

いないから

活動に関する情報が得られないから

活動を一緒に行う仲間がいないから

近隣で実施されていないから

活動に必要な経費が高いから

スマートフォン・パソコン等の

活動環境が整っていないから

その他

無回答

48.5 (48.9)

30.8 (28.2)

28.5 (25.4)

28.1

22.7 (21.5)

15.4 (23.2)

2.7

8.8 (6.3)

3.5 (10.9)

0 20 40 60 （%）

(n=528)

10.6 

5.7 

20.3 63.1 

0.4 

(%)

無回答
参加しているが、今後は続けたいとは思わない

参加していないが、今後参加したいと思う

参加しているし、今後も続けたいと思う

参加していないし、今後参加したいとも思わない

(15.0)

(4.9) (3.4)
(57.2)(19.4)

(n=1,206)

43.8 13.2 41.0 

2.0 

(%)

無回答

ない あるかどうか知らないある

(50.0) (16.4)
(2.4)

(31.2)

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝284 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝526 
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③ 居住地域における伝統芸能に今後参加したくない理由 （複数回答：３つまで） 

お住まいの地域で継承されて

いる伝統芸能がある方で、担い手

として「参加しているが今後は続

けたいとは思わない」または「参

加していないし、今後参加したい

とも思わない」と回答した363人

を対象に、その理由を聞いたとこ

ろ、「知っているが興味がない、ま

たは楽しくないから」（26.7％）が

２割台半ばで最も高く、以下「仕

事・育児・介護などで忙しく時間

がないから」（24.0％）、「関係者と

の人付き合いが苦手だから」

（20.1％）、「仕事・育児・介護な

どで忙しく気力がわかないから」

（16.8％）が続く。 

 

④ 居住地域以外での伝統芸能への参加有無 

お住まいの地域以外で伝統芸能

に担い手として参加経験があるか

を聞いたところ、「参加している・

参加したことがある」（14.9％）が

１割台半ばとなっている。 

一方で「参加していない・参加し

たことがない」（83.6％）は８割台

半ばとなっている。 

 

⑤ 居住地域以外での伝統芸能への参加理由 （複数回答：いくつでも） 

「お住まいの地域以外で伝統芸

能に担い手として参加経験がある」

と回答した180人を対象に、参加理

由を聞いたところ、「その伝統芸能・

祭りが好きだから」（36.1％）が３

割台半ばで最も高く、以下「友人知

人に誘われたから」（26.7％）、「面

白そうだったから」（23.3％）、「友

人知人に頼まれたから」（15.6％）

が続く。 

  

（n=363）

知っているが興味がない、または楽し

くないから

仕事・育児・介護などで忙しく時間が

ないから

関係者との人付き合いが苦手だから

仕事・育児・介護などで忙しく気力が

わかないから

参加者が予め決められているから

（当番制、自治会役員等）

参加を申し込む連絡先が分からないか

ら

参加にかかる費用が高いから

その他

無回答

26.7 (27.8)

24.0 (24.2)

20.1 (22.3)

16.8 (15.6)

10.2 (12.8)

3.0 (2.8)

1.4 (1.5)

31.4 (24.8)

1.9 (8.3)

0 10 20 30 40 （%）

（n=180）

その伝統芸能・祭りが好きだから

友人知人に誘われたから

面白そうだったから

友人知人に頼まれたから

たまたま訪れたら参加可能だったから

自分の地域には無いから

その他

無回答

36.1 (42.1)

26.7 (30.8)

23.3 (23.9)

15.6 (20.8)

8.9 (6.9)

2.8 (3.1)

25.6 (20.1)

1.1 (1.9)

0 10 20 30 40 50（%）

(n=1,206)

14.9 83.6 

1.5 

(%)

無回答
参加していない・

参加したことがない

参加している・

参加したことがある

(15.1) (82.0)
(2.9)

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝327 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝159 
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４ 障害がある方の文化芸術活動について 

➀ 障害の有無に関わらず文化芸術活動について鑑賞・参加できる機会 

障害の有無に関わらず文化芸

術活動について鑑賞・参加できる

機会が十分にあると思うかを聞

いたところ、「思う」（12.4％）が

１割を超えている。 

一方で、「思わない」（17.8％）

が約２割、「わからない」（66.7％）

が６割台半ばとなっている。 

 
 
 

② 障害のある方の文化芸術活動で興味があるもの  （複数回答：いくつでも） 

障害のある方の文化芸術活動

で興味があるものを聞いたとこ

ろ、「美術（絵画、版画、彫刻、工

芸、陶芸、写真、デザイン、建築、

服飾など）」（46.1％）が４割台半

ばで最も高く、以下「音楽（オー

ケストラ、室内楽、オペラ、合唱、

吹奏楽、ポップス、ロック、ジャ

ズ、歌謡曲、演歌、民族音楽など）」

（34.8％）、「文芸（小説、漫画、

詩、俳句、短歌など）」（17.9％）、

「映画、アニメ－ション、コンピ

ュータや映像を活用したアート

（メディアアート）など」（17.7％）

が続く。 

また、「興味のあるものはない」

（21.5％）が２割を超える。 

  

（n=1,206）

美術（絵画、版画、彫刻、工芸、陶芸、写

真、デザイン、建築、服飾など）

音楽（オーケストラ、室内楽、オペラ、合

唱、吹奏楽、ポップス、ロック、ジャズ、歌

謡曲、演歌、民族音楽など）

文芸（小説、漫画、詩、俳句、短歌など）

映画、アニメ－ション、コンピュータや映像

を活用したアート（メディアアート）など

生活文化（茶道、華道、書道、盆栽、食文化

など）

演劇（現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュー

ジカルなど）

舞踊（バレエ、モダンダンス、コンテンポラ

リーダンス、ストリートダンス、ジャズダン

ス、民俗舞踊、社交ダンス、日本舞踊など）

演芸（落語、講談、浪曲、漫才・コント、

奇術・手品、大道芸、太神楽など）

伝統芸能（雅楽、歌舞伎、文楽、能、狂言な

ど）

その他

興味のあるものはない

無回答

46.1 (51.6)

34.8 (38.3)

17.9 (15.0)

17.7

14.7

10.4

10.4 (18.8)

9.4 (8.4)

5.1

3.2 (3.0)

21.5 (16.0)

10.1 (14.5)

0 20 40 60（%）

(n=1,206)

12.4 17.8 66.7 

3.0 

(%)

無回答思わない わからない思う

(11.6) (23.1) (63.4)
(1.9)

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 
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５ 文化施設について 

➀ 県内文化施設の認知  （複数回答：いくつでも） 

千葉県内の文化施設で知って

いるものを聞いたところ、「千葉

県文化会館」（56.6％）が５割台半

ばで最も高く、以下「県立房総の

むら」（40.5％）、「県立美術館」

（40.1％）、「青葉の森公園芸術文

化ホール」（31.4％）が続く。 

また、「知っているものはない」

（13.5％）は１割台半ばとなって

いる。 

 

 

 

  

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 

（n=1,206）

千葉県文化会館

県立房総のむら

県立美術館

青葉の森公園芸術文化ホール

県立中央博物館

県立中央博物館　大多喜城分館

県立現代産業科学館

県立関宿城博物館

東総文化会館

県立中央博物館　分館海の博物館

南総文化ホール

県立中央博物館　大利根分館

その他、文化ホール、美術館、博物館

等の文化施設

知っているものはない

無回答

56.6 (65.2)

40.5 (40.0)

40.1 (40.6)

31.4 (27.3)

23.4 (24.7)

15.0 (12.1)

13.3 (14.4)

9.6 (8.7)

7.3 (7.0)

6.1 (6.5)

5.6 (6.2)

3.0 (3.0)

18.9 (33.0)

13.5 (7.1)

2.1 (1.9)

0 20 40 60（%）
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② 県内文化施設の利用経験 （複数回答：いくつでも） 

千葉県内の文化施設で行った

ことがあるものを聞いたところ、

「千葉県文化会館」（41.8％）が４

割を超えて最も高く、以下「県立

房総のむら」（28.3％）、「県立美術

館」（24.7％）、「青葉の森公園芸術

文化ホール」（19.2％）が続く。 

また、「行ったことのあるもの

はない」（22.6％）は２割を超えて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（n=1,206）

千葉県文化会館

県立房総のむら

県立美術館

青葉の森公園芸術文化ホール

県立中央博物館

県立中央博物館　大多喜城分館

県立現代産業科学館

県立関宿城博物館

東総文化会館

南総文化ホール

県立中央博物館　分館海の博物館

県立中央博物館　大利根分館

その他、文化ホール、美術館、博物館

等の文化施設

行ったことのあるものはない

無回答

41.8 

28.3 

24.7 

19.2 

13.6 

11.9 

8.6 

6.0 

4.1 

3.8 

3.8 

2.0 

18.4 

22.6 

3.4 

0 10 20 30 40 50（%）
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6 県が実施する事業等について 

➀ 県が積極的に取り組むべき分野  （複数回答：３つまで） 

千葉県が積極的に取り組むべ

き分野を聞いたところ、「子ども

たちが文化芸術に親しむ機会の

充実」（46.4％）が４割台半ばで最

も高く、以下「文化会館やホール、

美術館・博物館などの文化施設の

充実」（23.1％）、「若手芸術家・若

手文化人の活動の支援」（22.9％）、

「障害の有無等に関わらず、あら

ゆる人々が文化芸術を鑑賞でき

るサポートの充実」（20.6％）が続

く。 

 

  

（n=1,206）

子どもたちが文化芸術に親しむ機会の

充実

文化会館やホール、美術館・博物館な

どの文化施設の充実

若手芸術家・若手文化人の活動の支援

障害の有無等に関わらず、あらゆる

人々が文化芸術を鑑賞できるサポート

の充実

地域の歴史的な建物や遺跡、文化芸術

などの継承・保存

公演、展覧会、芸術祭などの文化事業

の充実

障害の有無等に関わらず、あらゆる

人々が文化芸術活動に参加できるよう

なサポートの充実

歴史的な建物や遺跡、文化芸術などを

活かしたまちづくりの推進

芸術家・文化人や文化団体の活動の

支援

地域の文化芸術に関わる情報の提供

文化施設などにおける地域の芸術家・

文化人の積極的な活用

その他

無回答

46.4 (39.3)

23.1 (20.2)

22.9 (18.6)

20.6 (16.6)

20.5 (20.1)

19.8 (23.1)

18.8 (15.5)

18.0 (20.5)

16.3 (13.4)

15.7 (20.7)

10.7 (6.9)

3.6 (1.9)

6.6 (11.5)

0 10 20 30 40 50 （%）

注）（ ）の数字は令和元年度の同様の項目による調査結果 ｎ＝1,052 
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５ 千葉県内の文化施設等 

 

〇施設数 

（令和6年版千葉県教育便覧より） 

種別 施設数 

文化会館 64館（うち県立は6館） 

美術館・博物館 

（登録博物館及び指定施設） 

※分館及び博物館類似施設を除く 

48館（うち県立は5館） 

図書館 本館78館、分館66館（うち県立は本館3館） 

 

 

〇文化会館設置状況 

（令和6年版千葉県教育便覧より） 

県立施設 その他施設 

施設名 所在市町村 施設名 所在市町村 

千葉県文化会館 千葉市 成田国際文化会館 成田市 

千葉県東総文化会館 旭市 成田市文化芸術センター 成田市 

千葉県南総文化ホール 館山市 佐倉市民音楽ホール（佐倉ハーモニーホール） 佐倉市 

青葉の森公園芸術文化ホール 千葉市 東金文化会館 東金市 

千葉県福祉ふれあいプラザ 我孫子市 習志野文化ホール（休館中） 習志野市 

さわやかちば県民プラザ 柏市 
習志野市民ホール 

(旧:習志野市民会館) 
習志野市 

その他施設 柏市民文化会館 柏市 

施設名 所在市町村 アミュゼ柏 柏市 

千葉市民会館 千葉市 勝浦市芸術文化交流センターKüste 勝浦市 

千葉市文化センター 千葉市 市原市市民会館 市原市 

千葉市若葉文化ホール 千葉市 市原市勤労会館youホール（休館中） 市原市 

千葉市美浜文化ホール 千葉市 流山市文化会館 流山市 

銚子市青少年文化会館（H31.4.1～休館） 銚子市 
流山市おおたかの森ホール 

（スターツおおたかの森ホール） 
流山市 

市川市文化会館 市川市 八千代市市民会館 八千代市 

市川市行徳公会堂（行徳文化ホールI＆I） 市川市 八千代市勝田台文化センター 八千代市 

市川市八幡市民会館(全日警ホール) 市川市 八千代市八千代台文化センター 八千代市 

船橋市民文化ホール 船橋市 きらり鎌ケ谷市民会館 鎌ケ谷市 

船橋市民文化創造館(きららホール) 船橋市 君津市民文化ホール 君津市 

木更津市民会館 木更津市 浦安市文化会館 浦安市 

松戸市民会館 松戸市 浦安市民プラザWave101 浦安市 

松戸市民劇場 松戸市 浦安音楽ホール（J:COM浦安音楽ホール） 浦安市 

松戸市文化会館(森のホール21) 松戸市 四街道市文化センター 四街道市 

野田市文化会館（野田ガスホール） 野田市 袖ケ浦市民会館 袖ケ浦市 

欅のホール・小ホール 野田市 印西市文化ホール 印西市 

茂原市東部台文化会館 茂原市 白井市文化センター(白井市文化会館) 白井市 
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その他施設 その他施設 

施設名 所在市町村 施設名 所在市町村 

匝瑳市民ふれあいセンター 匝瑳市 プリミエール酒々井 酒々井町 

香取市佐原文化会館 香取市 ふれあいプラザさかえ 栄町 

香取市小見川市民センターいぶき館 香取市 神崎ふれあいプラザ 神崎町 

山武市成東文化会館のぎくプラザ 山武市 多古町コミュニティプラザ文化ホール 多古町 

山武市さんぶの森文化ホール 山武市 東庄町公民館 東庄町 

いすみ市夷隅文化会館 いすみ市 芝山文化センター 芝山町 

いすみ市大原文化センター いすみ市 睦沢ゆうあい館 睦沢町 

いすみ市岬ふれあい会館 いすみ市 長生村文化会館 長生村 

 

 

〇登録博物館・指定施設設置状況 

（令和6年版千葉県教育便覧より） 

登録博物館（県立） 登録博物館（その他） 

施設名 所在市町村 施設名 所在市町村 

千葉県立美術館 千葉市 佐倉市立美術館 佐倉市 

千葉県立中央博物館 千葉市 大原幽学記念館 旭市 

千葉県立現代産業科学館 市川市 市原歴史博物館 市原市 

千葉県立関宿城博物館 野田市 流山市立博物館 流山市 

千葉県立房総のむら 栄町 八千代市立郷土博物館 八千代市 

登録博物館（その他） 我孫子市鳥の博物館 我孫子市 

施設名 所在市町村 君津市立久留里城址資料館 君津市 

千葉市立郷土博物館 千葉市 鋸山美術館（旧金谷美術館） 富津市 

千葉市立加曽利貝塚博物館 千葉市 浦安市郷土博物館 浦安市 

千葉市動物公園 千葉市 袖ケ浦市郷土博物館 袖ケ浦市 

市立市川考古博物館 市川市 伊能忠敬記念館 香取市 

市立市川歴史博物館 市川市 大網白里市デジタル博物館 大網白里市 

市立市川自然博物館 市川市 歴史の里 芝山ミューゼアム（休館中） 芝山町 

船橋市郷土資料館 船橋市 航空科学博物館 芝山町 

船橋市飛ノ台史跡公園博物館 船橋市 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 芝山町 

館山市立博物館 館山市 指定施設 

木更津市郷土博物館金のすず 木更津市 施設名 所在市町村 

松戸市戸定歴史館 松戸市 千葉市美術館 千葉市 

松戸市立博物館 松戸市 千葉経済大学地域経済博物館 千葉市 

野田市郷土博物館 野田市 和洋女子大学文化資料館 市川市 

上花輪歴史館 野田市 
日本大学理工学部科学技術史料セ

ンター 
船橋市 

茂木本家美術館 野田市 宗吾霊宝殿 成田市 

茂原市立美術館・郷土資料館 茂原市 ＤＩＣ川村記念美術館 佐倉市 

成田山霊光館 成田市 城西国際大学水田美術館 東金市 

成田山書道美術館 成田市 
千葉大学海洋バイオシステム研究

センター 
鴨川市 

塚本美術館 佐倉市 鴨川シーワールド 鴨川市 
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６ 国・県指定文化財 

 

                    （令和7年2月1日現在） 

種別 件数等 

国・県指定文化財 712件 

 

国指定 
 

国宝等 7件 

重要文化財等 136件 

県指定 569件 

国重要伝統的建造物群保存地区 1地区 

国選定保存技術 3件 

国登録文化財 318件 

県登録文化財 12件 

国・県記録選択 24件（国選択19件、県選択5件） 

 

 

７ 「ちば遺産１００選」及び「ちば文化的景観」 

 平成 20 年度に県民の投票及び千葉県文化財保護審議会の意見をもとに、県内を 8 つの

ゾーンに分け、伝統文化、文化遺産、自然遺産合計 100 件を「ちば遺産 100 選」として、

また60地区を「ちば文化的景観」として選定しました。 

 

地 域（ゾーン） ちば遺産100選 ちば文化的景観 

干潟の海岸と谷津田景観ゾーン 10件 5地区 

利根川・江戸川と水運のゾーン 13件 7地区 

印旛沼の恵みとニュータウンのゾーン 14件 9地区 

香取の海と水郷、香取神宮・社叢林のゾーン 12件 4地区 

九十九里浜と地曳漁業・水産業のゾーン 14件 7地区 

風光明媚な海山と古寺、城ゾーン 11件 9地区 

黒潮と山の恵みのゾーン 12件 10地区 

東京湾を望む上総丘陵のゾーン 14件 9地区 

計 100件 60地区 

  



種別 名　　　　　　　　　称 種別 名　　　　　　　　　称

1 伝 浅間神社の祭礼と神楽（千葉市） 50 伝
九十九里地域の神楽と獅子舞　北之幸谷の獅子舞（東金市）・鎌数の神楽 （旭市）・
永田旭連の獅子舞（大網白里町）

2 伝 下総三山の七年祭り(千葉市・船橋市・習志野市・八千代市） 51 伝 九十九里大漁節 （九十九里町）

3 文 加曽利貝塚（千葉市；国指定） 52 伝 広済寺の鬼来迎（横芝光町；国指定）

4 文 青木昆陽の甘藷試作地（千葉市） 53 文 常灯寺の木造薬師如来坐像（銚子市；国指定）

5 文 旧神谷伝兵衛稲毛別荘（千葉市；国登録） 54 文 粟島台遺跡出土の椰子の実容器と琥珀（銚子市）

6 文 中山法華経寺の日蓮筆『立正安国論』（市川市；国宝） 55 文 大原幽学遺跡旧宅・墓および宅地耕地地割（旭市；国指定）

7 文 中山法華経寺の伽藍（市川市；国指定） 56 文 飯高檀林跡《飯高寺》（匝瑳市；講堂・鼓楼・鐘楼・総門：国指定）

8 自 検見川の大賀蓮（千葉市） 57 文 宮谷県庁跡（大網白里町）

9 自 葛飾八幡宮の千本イチョウ（市川市；国指定） 58 文 芝山古墳群と埴輪（芝山町・横芝光町；古墳群：国指定）

10 自 三番瀬と谷津干潟（市川市・船橋市・習志野市・浦安市） 59 自 犬吠埼白亜紀浅海堆積物とアンモナイト化石（銚子市；国指定）

11 伝 松戸の万作踊り（松戸市） 60 自 渡海神社の極相林（銚子市）

12 伝 野田のつく舞（野田市） 61 自 屏風ヶ浦（銚子市）

13 伝 野田のばっぱか獅子舞（野田市） 62 自 食虫植物群落（東金市・山武市；国指定）

14 文 幸田貝塚出土品（松戸市；国指定） 63 自 山武市のクマガイソウ（山武市）

15 文 旧徳川家松戸戸定邸と庭園(松戸市；国指定) 64 伝 上総十二社祭り（茂原市・いすみ市・一宮町・睦沢町・長生村）

16 文 野田の醤油生産と髙梨氏庭園（野田市；国指定） 65 文 妙楽寺の大日如来坐像（睦沢町；国指定）

17 文 北ノ作１・２号墳（柏市） 66 文 長柄横穴群（長柄町；国指定）

18 文 利根運河（流山市） 67 文 笠森寺観音堂（長南町；国指定）

19 文 相馬郡衙正倉跡（我孫子市） 68 文 渡辺家住宅（大多喜町；国指定）

20 文 下総小金中野牧の捕込跡（鎌ヶ谷市；国指定） 69 文 大多喜藩初代藩主の本多忠勝像（大多喜町）

21 自 浅間神社の極相林（松戸市） 70 文 上総大多喜城本丸跡（大多喜町）

22 自 柏市内、手賀沼上流域の森林と水辺(柏市) 71 自 ミヤコタナゴ（千葉県内；国指定）

23 自 鎌ケ谷市内の社叢林　八幡春日神社・根頭神社の森（鎌ケ谷市） 72 自 鶴枝ヒメハルゼミ発生地（茂原市；国指定）

24 伝 武術　立身流 （佐倉市） 73 自 太東海浜植物群落（いすみ市；国指定）

25 文 成田山新勝寺の伽藍（成田市；国指定） 74 自 笠森寺自然林（長南町；国指定）

26 文 南羽鳥中岫第１遺跡第１号土坑出土遺物（成田市；国指定） 75 伝 安房やわたんまち（館山市）

27 文 旧堀田家住宅と庭園（佐倉市；国指定） 76 伝 吉保八幡のやぶさめ（鴨川市）

28 文 旧川崎銀行佐倉支店（佐倉市） 77 伝 白間津のオオマチ行事（南房総市；国指定）

29 文 鹿山文庫関係資料（佐倉市） 78 文
那古寺観音堂・多宝塔及び銅造千手観音立像　（館山市；銅造千手観音立像：国指
定）

30 文 佐倉順天堂（佐倉市） 79 文 館山市内の洞穴遺跡　大寺山洞穴・鉈切洞穴・安房神社洞窟遺跡（館山市）

31 文 本佐倉城跡（佐倉市・酒々井町；国指定） 80 文 館山市内の戦争遺跡群（館山市）

32 文 清戸の泉（白井市） 81 文 里見氏関係城郭群（館山市・南房総市）

33 文 松虫寺の薬師如来像（七仏薬師）（印旛村；国指定） 82 文 嶺岡山系の牧遺構（鴨川市）

34 文 龍角寺と銅造薬師如来坐像（栄町；国指定） 83 文 波の伊八と後藤の宮彫り彫刻（鴨川市）

35 文 岩屋古墳と龍角寺古墳群（栄町・成田市；国指定） 84 自 沼のサンゴ層（館山市）

36 自 麻賀多神社の森（成田市） 85 自 清澄の大スギ（鴨川市；国指定）

37 自 木下貝層（印西市；国指定） 86 自 鴨川の枕状溶岩（鴨川市）

38 伝 佐原の山車行事（香取市；国指定） 87 伝 中島の梵天立て（木更津市）

39 伝 香取神宮の神幸祭とおらんだ楽隊（香取市） 88 伝 上総掘り技術と同用具（木更津市・袖ケ浦市；国指定）

40 伝 武術　天真正伝香取神道流（香取市・成田市・酒々井町） 89 文
長須賀古墳群（金鈴塚古墳）と出土遺物　（木更津市；金鈴塚古墳出土遺物：国指
定）

41 伝 笹川の神楽（東庄町） 90 文 小櫃川流域の古墳時代前期前方後円墳（木更津市・君津市）

42 文 香取神宮の本殿と楼門（香取市；国指定） 91 文 飯香岡八幡宮の社殿と宝物（市原市；本殿：国指定）

43 文 香取神宮の海獣葡萄鏡（香取市；国宝） 92 文 王賜銘鉄剣（市原市）

44 文 良文貝塚の香炉型顔面付土器（香取市） 93 文 神門５号墳・神門３号墳出土遺物（市原市）

45 文 城山一号古墳の出土品（香取市） 94 文 上総国分僧寺・尼寺と出土遺物（市原市；僧寺跡・尼寺跡：国指定）

46 文 伊能忠敬旧宅と遺品（香取市；国指定） 95 文 姉ヶ崎古墳群（市原市）

47 自 府馬の大クス（香取市；国指定） 96 文 内裏塚古墳群と出土遺物（富津市；内裏塚古墳：国指定）

48 自 香取神宮の森（香取市） 97 自 三石山自然林（君津市）

49 自 神崎森・神崎の大クス（神崎町；神崎の大クス：国指定） 98 自 高宕山のサル生息地（君津市・富津市；国指定）

伝：伝統文化　文：文化遺産　自：自然遺産
99 自 竹岡のヒカリモ発生地（富津市；国指定）

＊順番は、ゾーンごとに市町村順になっています
100 自 大福山自然林（市原市）

＊多くの「ちば遺産」を広く選定できるよう、同一地域の類似した候補は統合しており、投票時の名称と異なるものもあります。
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名　　　　　　　　　　称

1    千葉市幕張新都心の都市景観と稲毛・検見川周辺の旧海岸景観

2    千葉市大草の谷津田景観・四街道市山梨・中台の谷津田景観

3    千葉市の御茶屋御殿跡と御成街道の景観

4    市川市中山法華経寺の門前町景観

5    船橋の漁港景観

6 ●松戸市矢切の渡しの景観

7    野田市利根川の川回しと水辺景観

8    野田市関宿城の城下町景観

9    野田市の醤油醸造景観

10    柏市「布施弁天」と「あけぼの山農業公園」の利根川流域の景観

11    流山市江戸川流域のクネ（高垣）の屋敷景観

12    我孫子市手賀沼の漁業景観

13    成田山新勝寺の門前町景観

14    印旛沼とその周辺の里山景観（成田市・佐倉市・印旛村）

15    佐倉城の城下町景観

16    八街市の屋敷林と畑地景観

17    白井市平塚地区の水田と集落景観

18    白井市今井の水塚のある集落景観

19    富里市中沢四ツ塚・四ツ又弁天の水田景観

20    本佐倉城跡と成田街道酒々井宿の町並み景観

21    本埜村押付・栄町布鎌の水塚のある集落景観

22    香取市佐原地区伝統的建造物群と小野川の運河景観

23    香取市佐原の水郷の水田と集落景観

24    香取市香取神宮の社叢景観

25    香取市小野川上流域の谷津田景観

26    銚子市の醤油醸造景観

27    銚子の漁港景観

28    東金の溜め池（八鶴湖・雄蛇ヶ池）と九十九里平野の水田景観

29    旭市椿海と干潟八万石の水田と農村景観

30    山武市の山武杉のある景観

31    多古町栗山川流域の谷津田景観

32    九十九里町・白子町の納屋景観と地曳網漁

33    茂原市の六斎市の景観

34    勝浦市鵜原・興津・浜行川等の漁村景観

35    勝浦漁港と朝市景観

36    いすみ市夷隅川中流の山城と水田景観

37 ●いすみ市の槇の生垣集落の景観

38    長南町坂本の蓮田景観

39    一宮町東浪見寺・睦沢町妙楽寺・長南町笠森寺と自然林の山寺景観

40    大多喜城の城下町景観

41    御宿町御宿の海岸景観と月の砂漠・ドンロドリゴ上陸地

42    館山市八幡、南房総市富浦・丸山の槇の生垣の集落景観

43    館山市布良・鴨川市太海・南房総市白浜等の漁村集落景観

44    館山市小網寺、鴨川市清澄寺・大山寺、南房総市小松寺・石堂寺の霊場景観

45    鴨川市曽呂・大山周辺の棚田と集落景観

46    鴨川市天面の漁村集落景観

47 ●鴨川市小湊・天津・浜荻の漁村集落景観

48 ●鴨川市鯛ノ浦と誕生寺の門前町景観

49    南房総市地震段丘とお花畑景観

50 ●南房総市和田浦の鯨の食文化の景観

51    鋸南町鋸山採石場跡と日本寺の石造物群

52 ●東京湾岸の京葉工業地帯の景観

53    東京湾盤州干潟の潮干狩りの景観

54    木更津市金田の簀立景観

55 ●君津市久留里市場の町並みと酒と水の景観

56    富津の漁港景観

57    富津の海苔養殖景観

58    袖ケ浦市山谷周辺の鎌倉道の景観

59    市原市の西広堰の景観

60 ●市原市の谷津田と農村景観

＊順番は、ゾーンごとに市町村順になっています。　●は、県民の皆さんから提案していただいた景観です。

（香取市・神崎町・東庄町）香取の海と水郷、香取神宮・社叢林のゾーン

（館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町）黒潮と山の恵みのゾーン

風光明媚な海山と古寺、城ゾーン
（茂原市・勝浦市・いすみ市・一宮町・
睦沢町・長生村・長柄町・長南町・
大多喜町・御宿町）

九十九里浜（海岸平野）と地曳漁業・水産業の
ゾーン

（銚子市・東金市・旭市・匝瑳市・
山武市・多古町・大網白里町・
九十九里町・芝山町・横芝光町・白子町）

東京湾を望む上総丘陵のゾーン
（木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市・
市原市）

「ちば文化的景観」

干潟の海岸と谷津田景観ゾーン
（千葉市・市川市・船橋市・習志野市・
八千代市・浦安市）

（成田市・佐倉市・四街道市・八街市・
印西市・白井市・富里市・酒々井町・
印旛村・本埜村・栄町）

地　　域

利根川・江戸川と水運のゾーン
（松戸市・野田市・柏市・流山市・
我孫子市・鎌ケ谷市）

印旛沼の恵みとニュータウンのゾーン
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８ 伝統的工芸品の指定状況 

県内の伝統的工芸品を地場産業として育成するため、昭和59年度に千葉県伝統的工芸品

指定制度を発足させ、これまでに205件を指定しています。 

（令和7年2月26日現在） 

工芸品名 件数 工芸品名 件数 工芸品名 件数 

織物 4件 金工品 22件 和楽器 13件 

染色品 18件 人形 8件 神祇品 9件 

紐・刺繍 8件 郷土玩具 10件 その他工芸品 55件 

木工品 37件 和傘 2件 
計 205件 

竹工品 17件 筆 2件 

 

 

９ 日本遺産「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」 

「日本遺産」は、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の 

文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。 

千葉県では、佐倉市、成田市、香取市、銚子市を舞台としたスト

ーリー「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み～佐倉・

成田・佐原・銚子:百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的

な町並み群～」が平成28年に日本遺産に認定されました。 

佐倉道（成田街道）と利根川の水運という江戸につながる 2 つの

ルートにより、城下町の佐倉、門前町の成田、商家の町の佐原、港町

の銚子という4つの特色ある都市が発展。かつての江戸の面影を残す文化財がストーリーに

含まれ、「世界から一番近い江戸」として、これら四都市では今も東京近郊にありながら江戸

情緒を体感することができます。 

 

１０ ちば文化資産 

 「ちば文化資産」とは、県内にある文化資産の中から、県民参加によ

って選ばれた「多様で豊かなちば文化の魅力を特徴づけるモノやコト」

です。 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に111件の

文化資産を選定。また、令和5年には千葉県誕生150周年を記念して、

県民の皆さまと新しく39件の文化資産を追加選定しました。 

伝統的なものから新しいものまで、合計150件の文化資産が選ばれています。 

北総四都市江戸紀行 

ロゴマーク 

ちば文化資産ロゴマーク 
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「ちば文化資産」一覧                    （令和7年3月現在） 

ちば文化資産の名称 所在市町村  ちば文化資産の名称 所在市町村 
稲毛の浅間神社と松林 千葉市  武術 立身流 佐倉市 

猪鼻城址 千葉市  ぼっち（落花生の野積み）の風景 八街市 

加曽利貝塚 千葉市  清戸の泉 白井市 

千葉寺と千葉笑い 千葉市  旧岩崎家末廣別邸 富里市 

千葉県文化会館 千葉市  伊能忠敬旧宅 香取市 

千葉市の花「オオガハス」 千葉市  香取市佐原重要伝統的建造物群保存地区 香取市 

千葉市美術館（旧川崎銀行千葉支店） 千葉市  香取神宮と式年神幸祭 香取市 

千葉神社と妙見大祭 千葉市  佐原の山車行事 香取市 

千葉の親子三代夏祭り 千葉市  安食の酉の市 栄町 

千葉ポートタワー・千葉ポートパークと

千葉県立美術館 
千葉市 

 
千葉県立房総のむら 栄町 

幕張新都心 千葉市 
 布鎌惣社水神社の奉納相撲と水塚のあ

る景観 
栄町 

葛飾八幡宮と八幡の藪知らず 市川市  神崎神社となんじゃもんじゃ 神崎町 

行徳の神輿と祭り 市川市  多古のしいかご舞 多古町 

日蓮伝説が遺されている中山法華経寺

と中山・若宮界隈 
市川市 

 
日本寺・中村檀林跡とあじさい 多古町 

市川市東山魁夷記念館 市川市  芝山仁王尊観音教寺 芝山町 

ふなばしアンデルセン公園 船橋市  芝山はにわ祭 芝山町 

中山競馬場 船橋市 
 

印旛沼と周辺の里山景観 
成田市、佐倉市、八千代市、

印西市、酒々 井町、栄町 

船橋大神宮と神楽 船橋市  龍角寺古墳群・岩屋古墳 成田市、栄町 

習志野ソーセージ 習志野市  航空科学博物館と成田空港の景観 成田市、芝山町 

谷津干潟 習志野市  ちばの戦国時代・本佐倉城跡 佐倉市、酒々井町 

京成バラ園 ローズガーデン 八千代市  茂原七夕まつり 茂原市 

浦安の文化財住宅 浦安市  東金駅西口の歴史的建造物群 東金市 

内黒田はだか参り 四街道市  八鶴湖 東金市 

下総三山の七年祭り 
千葉市、船橋市、 

習志野市、八千代市 

 
日吉神社 東金市 

戸定邸と庭園 松戸市  大原幽学旧宅 旭市 

本土寺とあじさい 松戸市  玉﨑神社 旭市 

矢切の渡し・野菊の墓文学碑 松戸市  飯高寺（飯高檀林跡） 匝瑳市 

御用醤油醸造所（御用蔵） 野田市  八重垣神社祇園祭 匝瑳市 

野田のつく舞 野田市  歌人伊藤左千夫の生家 山武市 

旧手賀教会堂とイコン 柏市  山武市サマーカーニバル 山武市 

旧吉田家住宅歴史公園 柏市  県政発祥の地「宮谷県庁跡」 大網白里市 

こんぶくろ池自然博物公園 柏市  永田旭連の獅子舞 大網白里市 

白樺派と文人の郷 我孫子市  鬼来迎 横芝光町 

天神坂 我孫子市  芥川荘 一宮町 

布佐地区の江戸文化遺産 我孫子市  玉前神社とその門前町 一宮町 

鎌ケ谷大仏と周辺商店街の景観 鎌ケ谷市  釣ヶ崎海岸の景観 一宮町 

下総小金中野牧跡「捕込」 鎌ケ谷市  妙楽寺と妙楽寺の森 睦沢町 

流鉄の景観 松戸市、流山市  岩沼の獅子舞 長生村 

利根運河 野田市、柏市、流山市  白子神社 白子町 

手賀沼花火大会 柏市、我孫子市  長柄横穴群 長柄町 

犬吠埼灯台 銚子市  笠森寺観音堂 長南町 

銚子電鉄とその沿線の風景 銚子市 
 

九十九里地域の大漁節 
大網白里市、九十九里町 

等の九十九里地域 

銚子の醬油醸造 銚子市  九十九里浜の景観 九十九里浜沿岸 

銚子はね太鼓 銚子市  青木繁「海の幸」記念館・小谷家住宅 館山市 

屏風ケ浦とジオパーク 銚子市  安房国一宮 安房神社 館山市 

伊能歌舞伎 成田市  沖ノ島周辺の景観 館山市 

成田山新勝寺・門前町と祇園祭 成田市  館山城・城山公園と館山湾 館山市 

国立歴史民俗博物館 佐倉市  館山湾花火大会 館山市 

佐倉城跡・城下町と時代まつり 佐倉市  勝浦朝市 勝浦市 

佐倉チューリップフェスタ 佐倉市  勝浦大漁まつり 勝浦市 

佐倉の秋祭り 佐倉市  勝浦タンタンメン 勝浦市 

佐倉花火フェスタ（佐倉市民花火大会） 佐倉市  かつうらビッグひな祭り 勝浦市 

千葉県立佐倉高等学校記念館 佐倉市  遠見岬神社 勝浦市 

DIC川村記念美術館 佐倉市  大山千枚田と棚田のあかり 鴨川市 
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ちば文化資産の名称 所在市町村  ちば文化資産の名称 所在市町村 

清澄寺と清澄山 鴨川市 
 養老川流域田淵の地磁気逆転地層 

（チバニアン） 
市原市 

仁右衛門島と仁右衛門旧宅 鴨川市  大戸見の神楽 君津市 

白浜海女まつり 南房総市  鹿野山九十九谷展望公園 君津市 

高家神社と庖丁式 南房総市  三島の棒術と羯鼓舞 君津市 

野島埼灯台 南房総市  竹岡式ラーメン 富津市 

大原はだか祭り いすみ市  上総掘りの技術 袖ケ浦市 

大多喜城と城下町 大多喜町 
 

東金御成街道 
千葉市、船橋市、東金市、

習志野市、四街道市、八街市 

大多喜町役場庁舎（中庁舎） 大多喜町  京葉臨海コンビナートの夜景 千葉市、市原市、袖ケ浦市 

日西墨三国交通発祥記念之碑 御宿町 
 参勤の道・ご利益の道「成田街道（佐倉

道）」と沿道歴史文化遺産 

市川市、船橋市、成田市、

佐倉市、八千代市、酒々 井町 

安房国司祭やわたんまち 館山市、南房総市  潮干狩り 船橋市、木更津市、富津市 

房総フラワーライン 館山市、南房総市  手賀沼周辺の公園群 柏市、我孫子市 

嶺岡牧 鴨川市、南房総市 
 印旛沼龍神伝説を伝える三寺（龍角寺・

龍腹寺・龍尾寺） 
栄町、印西市、匝瑳市 

波の伊八（欄間彫刻） 
鴨川市、南房総市、

いすみ市等 

 

両総用水施設と十枝の森 

茂原市、成田市、東金市、

匝瑳市、香取市、山武市、

大網白里市、神崎町、多古町、

九十九里町、横芝光町、 

一宮町、長生村、白子町 

捕鯨 南房総市、鋸南町  天保水滸伝を伝えるゆかりの地 旭市、東庄町 

いすみ鉄道の景観 いすみ市、大多喜町 
 

東京湾や沿岸に残る戦跡 
館山市、富津市、南房総市

等 

くじらのたれ 安房地域  上総十二社祭り 一宮町等近隣の市町村 

木更津港まつり 木更津市  小湊鉄道とその沿線の景観 市原市、大多喜町 

東京湾アクアラインと海ほたるの景観 木更津市  鋸山の房州石石切場と日本寺 富津市、鋸南町 

飯香岡八幡宮本殿 市原市  サーフィンの聖地外房 外房地域 

市原の柳楯神事 市原市  なめろう 沿岸地域 

上総国分寺跡、上総国分尼寺跡 市原市  太巻き寿司 県内全域 
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１１ 令和６年度千葉県文化芸術推進懇談会委員 

（50音順、敬称略、役職名は令和7年3月現在） 

氏名 役職名 

石橋 拓也 公益財団法人千葉県文化振興財団 常務理事 

植田 憲 
千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート 

デザイン文化計画研究室 教授 

垣内 恵美子 政策研究大学院大学 名誉教授 

菊池 健策 神奈川大学 非常勤講師 

草加 叔也  有限会社空間創造研究所 取締役 

河野 安勝 
千葉県高等学校文化連盟 会長 

（千葉県立長生高等学校 校長） 

こまちだ たまお 

たまあーと創作工房 代表 

株式会社いろだま 代表 

千葉県障害者芸術文化活動支援センター センター長 

佐々木 敏春 公共財団法人千葉市文化振興財団 常務理事 

椎名 喜予 佐原商工会議所 まちづくり観光室長・ 

特定非営利活動法人佐原アカデミア 事務局長 

椎名   誠 公益社団法人千葉県観光物産協会 相談役 

西 伸介 
株式会社オリエンタルランド 

エンターテイメント本部 エンターテイメント企画室長 
 

１２ 「第２次千葉県文化芸術推進基本計画」策定の経緯 
 

年度 月日 懇談会等 主な内容 

令和5年度 5月26日 第1回懇談会 計画の進捗状況について 

8月24日 第2回懇談会 次期計画の策定について 

10月27日～11月30日 調査の実施 
県内文化芸術団体、障害者福祉事業所等

へアンケート 

1月26日 第3回懇談会 

団体等へのアンケート調査結果の報告、

現状分析及び方向性の整理、次年度委託

調査の調査内容について 

令和6年度 5月27日 第1回懇談会 骨子案 

6月18日～7月12日 委託調査の実施 
県民に対し、文化芸術への意識に関する

アンケート調査 

10月8日 第2回懇談会 県民アンケート調査結果の報告 

12月13日 第3回懇談会 原案 

12月20日～1月23日 パブリックコメント 
ちばづくり県民コメント制度に基づく

意見募集 

3月13日 第4回懇談会 最終案  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第２次千葉県文化芸術推進基本計画 
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策定・発行 千葉県環境生活部スポーツ・文化局文化振興課 
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千葉県の文化芸術の情報はこちらを御覧ください 
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